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（１）ソーシャルワーカーの倫理綱領 

 

2020年5月15日最終提案 

日本ソーシャルワーカー連盟・倫理綱領委員会 

委員長 保良 昌徳 

 

前文 

 

われわれソーシャルワーカーは、すべての人が人間としての尊厳を有し、価値ある存在であり、平等であ

ることを深く認識する。われわれは平和を擁護し、社会正義、人権、集団的責任、多様性尊重および全人的

存在の原理に則り、人々がつながりを実感できる社会への変革と社会的包摂の実現をめざす専門職であり、

多様な人々や組織と協働することを言明する。 

われわれは、社会システムおよび自然的・地理的環境と人々の生活が相互に関連していることに着目す

る。社会変動が環境破壊および人間疎外をもたらしている状況にあって、この専門職が社会にとって 不可欠

であることを自覚するとともに、ソーシャルワーカーの職責についての一般社会及び市民の理解を深め、そ

の啓発に努める。 

われわれは、 われわれの加盟する国際ソーシャルワーカー連盟と国際ソーシャルワーク教育学校連盟が採

択した、次の「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」（２０ 1 ４年７月）を、ソーシャルワーク実践

の基盤となるものとして認識し、その実践の拠り所とする。 

 

われわれは、ソーシャルワークの知識、技術の専門性と倫理性の維持、向上が専門職の責務であることを

認識し、本綱領を制定してこれを遵守することを誓約する。 

 

✻ソーシャルワーク専門職のグローバル定義✻ 

ソーシャルワークは、社会変革と社会開発、社会的結束、および人々のエンパワメントと

解放を促進する、実践に基づいた専門職であり学問である。社会正義、人権、集団的責任、および

多様性尊重の諸原理は、ソーシャルワークの中核をなす。ソーシャルワークの理論、社会科学、人文

学、および地域・民族固有の知(※1)を基盤として、ソーシャルワークは、生活課題に取り組みウェル

ビーイングを高めるよう、人々やさまざまな構造に働きかける。 

この定義は、各国および世界の各地域で展開してもよい。 



 

5 

 

原理 

Ⅰ（人間の尊厳） 

ソーシャルワーカーは、すべての人々を、出自、人種、民族、国籍、性別、性自認、性的指向、年齢、身

体的精神 的状況、宗教的文化的背景、社会的地位、経済状況などの違いにかかわらず、かけがえのない存在

として尊重する。 

Ⅱ（人権） 

ソーシャルワーカーは、すべての人々を生まれながらにして侵すことのできない権利を有する存在である

ことを認識し、いかなる理由によってもその権利の抑圧・侵害・略奪を容認しない。 

Ⅲ（社会正義） 

ソーシャルワーカーは、差別、貧困、抑圧、排除、無関心、暴力、環境破壊などの無い、自由、平等、共

生に基づく社会正義の実現をめざす。 

Ⅳ（集団的責任） 

ソーシャルワーカーは、集団の有する力と責任を認識し、人と環境の双方に働きかけて、互恵的な社会の

実現に貢献する。 

Ⅴ（多様性の尊重） 

ソーシャルワーカーは、個人、家族、集団、地域社会に存在する多様性を認識し、それらを尊重する社会 

の 実現をめざす。 

Ⅵ（全人的存在） 

ソーシャルワーカーは、すべての人々を生物的、心理的、社会的、文化的、スピリチュアルな側面からな

る全人的な存在として認識する。 

 

倫理基準 

Ⅰ クライエントに対する倫理責任 

１. （クライエントとの関係） ソーシャルワーカーは、クライエントとの専門的援助関係を最も大切にし、

それを自己の利益のために利用しない。 

２．（クライエントの利益の最優先）ソーシャルワーカーは、業務の遂行に際して、クライエントの利益を

最優先に考える。 

３. （受容） ソーシャルワーカーは、自らの先入観や偏見を排し、クライエントをあるがままに受容する。 

４．（説明責任）ソーシャルワーカーは、クライエントに必要な情報を適切な方法・わかりやすい表現を用

いて提供する。 
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５.（クライエントの自己決定の尊重） ソーシャルワーカーは、クライエントの自己決定を尊重し、クライ

エントがその権利を十分に理解し、活用できるようにする。また、ソーャルワーカーは、クライエント

の自己決定が本人の生命や健康を大きく損ねる場合や、他者の権利を脅かすような場合は、人と環境の

相互作用の視点からクライエントとそこに関係する人々相互のウェルビーイングの調和を図ることに努

める。 

６．（参加の促進）ソーシャルワー カーは、クライエントが自らの人生に影響を及ぼす決定や行動のすべて

の局面において、完全な関与と参加を促進する。 

７．（クライエントの意思決定への対応）ソーシャルワーカーは、意思決定が困難なクライエントに対し

て、常に最善の方法を用いて利益と権利を擁護する。 

８．（プライバシーの尊重と秘密の保持）ソーシャルワーカーは、クライエントのプライバシーを尊重し秘

密を保持する。 

９. （記録の開示 ソーシャルワーカーは、クライエントから記録の開示の要求があった場合、非開示とすべ

き正当な事由がない限り、クライエント に記録を開示する。 

10．（差別や虐待の禁止 ソーシャルワーカーは、クライエントに対していか な る 差別・虐待もしない。 

11.（権利擁護 ソーシャルワーカーは、クライエントの権利を擁護し、その権利の行使を促進する。 

12.（情報処理技術の適切な使用）ソーシャルワーカーは、情報処理技術の利用がクライエントの権利を侵害

する危険性があることを認識し、その適切な使用に努める。 

 

Ⅱ 組織・職場に対する倫理責任 

１．（最良の実践を行う責務）ソーシャルワーカーは、自らが属する組織・職場の基本的な使命や理念を認

識し、最良の業務を遂行する。 

２．（同僚などへの敬意）ソーシャルワーカーは、組織・職場内のどのような立場にあっても、同僚および

他の専門職などに敬意を払う。 

３．（倫理綱領の理解の促進）ソーシャルワーカーは、組織・職場において本倫 理綱領が認識されるよう働

きかける。 

４．（倫理的実践の推進）ソーシャルワーカーは、組織・職場の方針、規則、業務命令がソーシャルワーク

の倫理的実践を妨げる場合は、適切・妥当な方法・手段によって提言し、改善を図る。 

５．（組織内アドボカシーの促進）ソーシャルワーカーは、組織・職場におけるあらゆる虐待または差別

的・抑圧的な行為の予防および防止の促進を図る。 
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６.（組織改革 ソーシャルワーカーは、人々のニーズや社会状況の変化に応じて組織・職場の機能を評価し

必要な改革を図る。 

 

Ⅲ 社会に対する倫理責任 

1．（ソーシャル・インクルージョン） ソーシャルワーカーは、あらゆる差別、貧困、抑圧、排除、無関

心、暴力、環境破壊などに立ち向かい、包摂的な社会をめざす。 

２．（社会への働きかけ）ソーシャルワーカーは、人権と社会正義の増進において変革と開発が必要である

とみなすとき、人々の主体性を活かしながら、社会に働きかける。 

３．（グローバル社会への働きかけ）ソーシャルワーカーは、人権と社会正義に関する課題を解決するた

め、全世界のソーシャルワーカーと連帯し、グローバル社会に働きかける。 

 

Ⅳ 専門職としての倫理責任 

１．（専門性の向上）ソーシャルワーカーは、最良の実践を行うために、必要な資格を所持し、専門性の向

上に努める。 

２．（専門職の啓発）ソーシャルワーカーは、クライエント・他の専門職・市民に専門職としての実践を適

切な手段をもって伝え、社会的信用を高めるよう努める。 

３．（信用失墜行為の禁止）ソーシャルワーカーは、自分の権限の乱用や品位を傷つける行いなど、専門職

全体の信用失墜となるような行為をしてはならない。 

４．（社会的信用の保持）ソーシャルワーカーは、他のソーシャルワーカーが 専門職業の社会的信用を損な

うような場合、本人にその事実を知らせ、必要な対応を促す。 

５. （専門職の擁護 ソーシャルワーカーは、不当な批判を受けることがあれば、専門職として連帯し、その

立場を擁護する。 

６．（教育・訓練・管理における責務）ソーシャルワーカーは、教育・訓練・管理を行う場合、それらを受

ける人の人権を尊重し、専門性の向上に寄与する。 

７．（調査・研究）ソーシャルワーカーは、すべての調査・研究過程で、クライエントを含む研究対象の権

利を尊重し、研究対象との関係に十分に注意を払い、倫理性を確保する 。 

８．（自己管理）ソーシャルワーカーは、何らかの個人的・社会的な困難に直面し、それが専門的判断や業

務遂行に影響する場合、クライエントや他の人々を守るために必要な対応を行い、自己管理に努める。 

注1. 本綱領には「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」の本文のみを掲載してある。なお、アジア太
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平洋（２０ 1 ６年）および日本（２０ 1 ７年）における展開が制定されている。 

注２．本綱領にいう「ソーシャルワーカー」とは、本倫理綱領を遵守することを誓約し、ソーシャルワーク

に携わる者をさす。 

注３. 本綱領にいう「クライエント」とは、「ソーシャルワーカーク専門職のグローバル定義」に照らし、

ソーシャルワーカーに支 援を求める人々、ソーシャルワークが必要な人々および変革や開発、 結 束の

必要な社会に含まれるすべての人々をさす。 
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（２）バイスティックの7原則             ※対人援助における行動規範 

（１） 個別化の原則（相談者を個人として捉える） 

相談者の抱える困難や問題は、どれだけ似たようなものであっても、人それぞれの問題であり「同じ問題は

存在しない」とする考え方。外面的に同じような状況に見えても、人それぞれ育ってきた環境が違い、価値

観も違う。今目の前にいる人は世界に一人しかいないということを肝に銘じておかなければならない。 

（２） 意図的な感情表現の原則（相談者の感情表現を大切にする） 

相談者の感情表現の自由を認める考え方。特に抑圧されやすい否定的な感情や独善的な感情などを表出させ

ることで相談者自身の心の枷かせを取り払い、逆に相談者自身が自らを取り巻く外的・内心的状況を俯瞰し

やすくする事が目的。また支援者も相談者に対しそれが出来るように、自らの感情表現を工夫する必要があ

る。 

（３） 統制された情緒関与の原則（援助者は自分の感情を自覚して対応する） 

支援者自身が相談者自身の感情に呑み込まれないようにする考え方。相談者を正確にかつ問題無くケース解

決に導くため「支援者自身が相談者の心を理解し、自らの感情を統制して接していく事」を要求する考え

方。 

（４）受容の原則（相談者をありのままに受け止め批判をしない） 

相談者の考えは、その相談者の人生経験や必死の思考から来るものであり、相談者自身の『個性』であるた

め「決して頭から否定せず、どうしてそういう考え方になるかを理解する」という考え方。この原則によっ

て支援者による相談者への直接的命令や行動感情の否定が禁じられる。 

（5）非審判的態度の原則（相談者を一方的に非難しない） 

相談者の行動や思考に対して「支援者は善悪を判じない」とする考え方。あくまでも支援者は補佐であり、

現実には相談者自身が自らのケースを解決せねばならないため、その善悪の判断も相談者自身が行うのが理

想とされる。また人間は基本的に自らを否定するものは信用しないことから、相談者は自分が裁かれないよ

うに防衛することがあるが、それは問題解決をさらに困難にする要因につながる。 

（6）自己決定の原則（相談者の意思に基づく自己決定を促して尊重する） 

あくまでも自らの行動を決定するのは相談者自身である」とする考え方。問題に対する解決の主体は相談者

であり、この事によって相談者の成長と今後起こりうる同様のケースにおける相談者一人での解決を目指

す。 

（7）秘密保持の原則（秘密を保持して信頼感を醸成する） 

相談者の個人的情報・プライバシーは絶対に他者にもらしてはならないとする考え方。いわゆる「個人情報

保護」の原則。他者に漏れた情報が使われ方によって相談者に害を成す可能性があるだけでなく、相談者と 

の信頼関係を失うことになるため細心の注意が必要。 

【出典】「ケースワークの原則」F・P・バイスティック著、尾崎新・福田敏子・原田和幸訳 誠信書房 
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（３）社会福祉法（昭和26年法律第45号／令和2年6月5日一部改正）        抜粋 

 

（福祉サービスの基本的理念） 

第三条 福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健

やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとし

て、良質かつ適切なものでなければならない。 

（地域福祉の推進） 

第四条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会

の実現を目指して行われなければならない。 

２ 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者（以下「地域住

民等」という。）は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として

日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域福

祉の推進に努めなければならない。 

３ 地域住民等は、地域福祉の推進に当っては、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える

福祉、介護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状

態の軽減若しくは悪化の防止をいう。）、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを

必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、

あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題（以下「地域生活課題」という。）を把

握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関（以下「支援関係機関」という。）との連携等によ

りその解決を図るよう特に留意するものとする。 

（福祉サービスの提供の原則） 

第五条 社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の

意向を十分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等との連携を図り、かつ、保健医療サ

ービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ、これを総合的に提供す

ることができるようにその事業の実施に努めなければならない。 

（福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務） 

第六条 国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、社会福祉を目的とす

る事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策、福祉サ

ービスの適切な利用の推進に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備その他地域

福祉の推進のために必要な各般の措置を講ずるよう努めるとともに、当該措置の推進に当っては、保健医

療、労働、教育、住まい及び地域再生に関する施策その他の関連施策との連携に配慮するよう努めなければ

ならない。 

３ 国及び都道府県は、市町村（特別区を含む。以下同じ。）において第百六条の四第二項に規定する重層

的支援体制整備事業その他地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備が適正かつ円
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滑に行われるよう、必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなければならない。 

 

第十章 地域福祉の推進 

第一節 包括的な支援体制の整備 

（地域子育て支援拠点事業等を経営する者の責務） 

第百六条の二 社会福祉を目的とする事業を経営する者のうち、次に掲げる事業を行うもの（市町村の委託

を受けてこれらの事業を行う者を含む。）は、当該事業を行うに当たり自らがその解決に資する支援を行う

ことが困難な地域生活課題を把握したときは、当該地域生活課題を抱える地域住民の心身の状況、その置か

れている環境その他の事情を勘案し、支援関係機関による支援の必要性を検討するよう努めるとともに、必

要があると認めるときは、支援関係機関に対し、当該地域生活課題の解決に資する支援を求めるよう努めな

ければならない。 

一 児童福祉法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業又は同法第十条の二に規定する拠点に

おいて同条に規定する支援を行う事業 

二 母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）第二十二条第二項に規定する母子健康包括支援センターを

経営する事業 

三 介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号に掲げる事業 

四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第三号に掲げる事業 

五 子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第五十九条第一号に掲げる事業 

 

（包括的な支援体制の整備） 

第百六条の三 市町村は、次条第二項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする地域の実情に応じ

た次に掲げる施策の積極的な実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び支援関係機関による、地域福

祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制

を整備するよう努めるものとする。 

一 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地域住民等が相互に交流

を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の実施その他の地域住民等が地域福祉を推進する

ために必要な環境の整備に関する施策 

二 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言

を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることができる体制の整備に関する施策 

三 生活困窮者自立支援法第三条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の支援関係

機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計

画的に行う体制の整備に関する施策 

２ 厚生労働大臣は、次条第二項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする前項各号に掲げる施策

に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 
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（重層的支援体制整備事業） 

第百六条の四 市町村は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するため、前条第一項各号

に掲げる施策として、厚生労働省令で定めるところにより、重層的支援体制整備事業を行うことができる。 

 

２ 前項の「重層的支援体制整備事業」とは、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業

を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並

びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備する事業をいう。 

一 地域生活課題を抱える地域住民及びその家族その他の関係者からの相談に包括的に応じ、利用可能な福

祉サービスに関する情報の提供及び助言、支援関係機関との連絡調整並びに高齢者、障害者等に対する虐待

の防止及びその早期発見のための援助その他厚生労働省令で定める便宜の提供を行うため、次に掲げる全て

の事業を一体的に行う事業 

イ 介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号から第三号までに掲げる事業 

ロ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第三号に掲げる事業 

ハ 子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業 

ニ 生活困窮者自立支援法第三条第二項各号に掲げる事業 

二 地域生活課題を抱える地域住民であって、社会生活を円滑に営む上での困難を有するものに対し、支援

関係機関と民間団体との連携による支援体制の下、活動の機会の提供、訪問による必要な情報の提供及び助

言その他の社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるものを行う事業 

三 地域住民が地域において自立した日常生活を営み、地域社会に参加する機会を確保するための支援並び

に地域生活課題の発生の防止又は解決に係る体制の整備及び地域住民相互の交流を行う拠点の開設その他厚

生労働省令で定める援助を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業 

イ 介護保険法第百十五条の四十五第一項第二号に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるもの 

ロ 介護保険法第百十五条の四十五第二項第五号に掲げる事業 

ハ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第九号に掲げる事業 

ニ 子ども・子育て支援法第五十九条第九号に掲げる事業 

四 地域社会からの孤立が長期にわたる者その他の継続的な支援を必要とする地域住民及びその世帯に対

し、訪問により状況を把握した上で相談に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その

他の厚生労働省令で定める便宜の提供を包括的かつ継続的に行う事業 

五 複数の支援関係機関相互間の連携による支援を必要とする地域住民及びその世帯に対し、複数の支援関

係機関が、当該地域住民及びその世帯が抱える地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、

その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制を整備する事業 

六 前号に掲げる事業による支援が必要であると市町村が認める地域住民に対し、当該地域住民に対する支

援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画の作成その他の包括的かつ計画的な支

援として厚生労働省令で定めるものを行う事業 

３ 市町村は、重層的支援体制整備事業（前項に規定する重層的支援体制整備事業をいう。以下同じ。）を
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実施するに当たっては、母子保健法第二十二条第二項に規定する母子健康包括支援センター、介護保険法第

百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律第七十七条の二第一項に規定する基幹相談支援センター、生活困窮者自立支援法第三条第二

項各号に掲げる事業を行う者その他の支援関係機関相互間の緊密な連携が図られるよう努めるものとする。 

４ 市町村は、第二項各号に掲げる事業の一体的な実施が確保されるよう必要な措置を講じた上で、重層的

支援体制整備事業の事務の全部又は一部を当該市町村以外の厚生労働省令で定める者に委託することができ

る。 

５ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な

理由がないのに、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（重層的支援体制整備事業実施計画） 

第百六条の五 市町村は、重層的支援体制整備事業を実施するときは、第百六条の三第二項の指針に則し

て、重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するため、重層的支援体制整備事業の提供体制に関す

る事項その他厚生労働省令で定める事項を定める計画（以下この条において「重層的支援体制整備事業実施

計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

２ 市町村は、重層的支援体制整備事業実施計画を策定し、又はこれを変更するときは、地域住民、支援関

係機関その他の関係者の意見を適切に反映するよう努めるものとする。 

３ 重層的支援体制整備事業実施計画は、第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、介護保険法第百

十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画、子ども・子育て支援法第六十一条第一項に規定す

る市町村子ども・子育て支援事業計画その他の法律の規定による計画であって地域福祉の推進に関する事項

を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 

４ 市町村は、重層的支援体制整備事業実施計画を策定し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを

公表するよう努めるものとする。 

５ 前各項に定めるもののほか、重層的支援体制整備事業実施計画の策定及び変更に関し必要な事項は、厚

生労働省令で定める。 

 

第二節 地域福祉計画 

（市町村地域福祉計画） 

第百七条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画（以下「市

町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事

項 

二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 
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四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

五 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項 

２ 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地域住民等の意

見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。 

３ 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価を行うよう努め

るとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更するものとする。 

（都道府県地域福祉支援計画） 

第百八条 都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる広域的な見地から、

市町村の地域福祉の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画（以下「都道府県地域福

祉支援計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事

項 

二 市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項 

三 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項 

四 福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関す

る事項 

五 市町村による地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備の実施の支援に関する

事項 

２ 都道府県は、都道府県地域福祉支援計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会

の開催等住民その他の者の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとす

る。 

３ 都道府県は、定期的に、その策定した都道府県地域福祉支援計画について、調査、分析及び評価を行う

よう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該都道府県地域福祉支援計画を変更するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

平成十七年法律第百二十三号 

（４）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 

（障害者総合支援法） 

 

（基本理念） 

第一条の二 障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無に

かかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっ

とり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら

共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生

活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と

生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこ

と並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、

制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければなら

ない。 

 

（定義） 

第四条 この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、知的障害者福

祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規

定する精神障害者（発達障害者支援法（平成十六年法律第百六十七号）第二条第二項に規定する発達障害者

を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。）のうち十八歳以上であ

る者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度

が厚生労働大臣が定める程度である者であって十八歳以上であるものをいう。 

２ この法律において「障害児」とは、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児をいう。 

３ この法律において「保護者」とは、児童福祉法第六条に規定する保護者をいう。 

４ この法律において「障害支援区分」とは、障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて

必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとして厚生労働省令で定める区分をいう。 

 

第五条 この法律において「障害福祉サービス」とは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、

療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継

続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助をいい、「障害福祉サービス事業」とは、障害福祉

サービス（障害者支援施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成十四年法律第百

六十七号）第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施

設（以下「のぞみの園」という。）その他厚生労働省令で定める施設において行われる施設障害福祉サービ

ス（施設入所支援及び厚生労働省令で定める障害福祉サービスをいう。以下同じ。）を除く。）を行う事業

をいう。 
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２ この法律において「居宅介護」とは、障害者等につき、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護その

他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。 

３ この法律において「重度訪問介護」とは、重度の肢体不自由者その他の障害者であって常時介護を要

するものとして厚生労働省令で定めるものにつき、居宅又はこれに相当する場所として厚生労働省令で定め

る場所における入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜及び外出時における移動中

の介護を総合的に供与することをいう。 

４ この法律において「同行援護」とは、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外

出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の厚生労

働省令で定める便宜を供与することをいう。 

５ この法律において「行動援護」とは、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等

であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な

援護、外出時における移動中の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。 

６ この法律において「療養介護」とは、医療を要する障害者であって常時介護を要するものとして厚生労

働省令で定めるものにつき、主として昼間において、病院その他の厚生労働省令で定める施設において行わ

れる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話の供与をいい、

「療養介護医療」とは、療養介護のうち医療に係るものをいう。 

７ この法律において「生活介護」とは、常時介護を要する障害者として厚生労働省令で定める者につき、

主として昼間において、障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設において行われる入浴、排せつ

又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること

をいう。 

８ この法律において「短期入所」とは、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害

者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に

短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをい

う。 

９ この法律において「重度障害者等包括支援」とは、常時介護を要する障害者等であって、その介護の

必要の程度が著しく高いものとして厚生労働省令で定めるものにつき、居宅介護その他の厚生労働省令で定

める障害福祉サービスを包括的に提供することをいう。 

１０ この法律において「施設入所支援」とは、その施設に入所する障害者につき、主として夜間におい

て、入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。 

１１ この法律において「障害者支援施設」とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入

所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設（のぞみの園及び第一項の厚生労働省令で定める施設を除

く。）をいう。 

１２ この法律において「自立訓練」とは、障害者につき、自立した日常生活又は社会生活を営むことがで

きるよう、厚生労働省令で定める期間にわたり、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練その他の
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厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。 

１３ この法律において「就労移行支援」とは、就労を希望する障害者につき、厚生労働省令で定める期

間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要

な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。 

１４ この法律において「就労継続支援」とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、

就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上の

ために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。 

１５ この法律において「就労定着支援」とは、就労に向けた支援として厚生労働省令で定めるものを受

けて通常の事業所に新たに雇用された障害者につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該事業所での

就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者

との連絡調整その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。 

１６ この法律において「自立生活援助」とは、施設入所支援又は共同生活援助を受けていた障害者その

他の厚生労働省令で定める障害者が居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、厚生労

働省令で定める期間にわたり、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、当該障害者からの相談に応

じ、必要な情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める援助を行うことをいう。 

１７ この法律において「共同生活援助」とは、障害者につき、主として夜間において、共同生活を営む

べき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うことをいう。 

１８ この法律において「相談支援」とは、基本相談支援、地域相談支援及び計画相談支援をいい、

「地域相談支援」とは、地域移行支援及び地域定着支援をいい、「計画相談支援」とは、サービス利用支

援及び継続サービス利用支援をいい、「一般相談支援事業」とは、基本相談支援及び地域相談支援のいず

れも行う事業をいい、「特定相談支援事業」とは、基本相談支援及び計画相談支援のいずれも行う事

業をいう。 

１９ この法律において「基本相談支援」とは、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害

者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、

併せてこれらの者と市町村及び第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整

（サービス利用支援及び継続サービス利用支援に関するものを除く。）その他の厚生労働省令で定める便宜

を総合的に供与することをいう。 

２０ この法律において「地域移行支援」とは、障害者支援施設、のぞみの園若しくは第一項若しくは第

六項の厚生労働省令で定める施設に入所している障害者又は精神科病院（精神科病院以外の病院で精神病室

が設けられているものを含む。第八十九条第六項において同じ。）に入院している精神障害者その他の地域

における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるものにつき、住

居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の厚生労働省令で定める便宜

を供与することをいう。 

２１ この法律において「地域定着支援」とは、居宅において単身その他の厚生労働省令で定める状況に
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おいて生活する障害者につき、当該障害者との常時の連絡体制を確保し、当該障害者に対し、障害の特性に

起因して生じた緊急の事態その他の厚生労働省令で定める場合に相談その他の便宜を供与することをいう。 

２２ この法律において「サービス利用支援」とは、第二十条第一項若しくは第二十四条第一項の申請に

係る障害者等又は第五十一条の六第一項若しくは第五十一条の九第一項の申請に係る障害者の心身の状況、

その置かれている環境、当該障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービス又は地域相談支援の利用に関

する意向その他の事情を勘案し、利用する障害福祉サービス又は地域相談支援の種類及び内容その他の厚生

労働省令で定める事項を定めた計画（以下「サービス等利用計画案」という。）を作成し、第十九条第一項

に規定する支給決定（次項において「支給決定」という。）、第二十四条第二項に規定する支給決定の変更

の決定（次項において「支給決定の変更の決定」という。）、第五十一条の五第一項に規定する地域相談支

援給付決定（次項において「地域相談支援給付決定」という。）又は第五十一条の九第二項に規定する地域

相談支援給付決定の変更の決定（次項において「地域相談支援給付決定の変更の決定」という。）（以下

「支給決定等」と総称する。）が行われた後に、第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者

等、第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者その他の者（次項において「関係者」とい

う。）との連絡調整その他の便宜を供与するとともに、当該支給決定等に係る障害福祉サービス又は地域相

談支援の種類及び内容、これを担当する者その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画（以下「サー

ビス等利用計画」という。）を作成することをいう。 

２３ この法律において「継続サービス利用支援」とは、第十九条第一項の規定により支給決定を受けた

障害者若しくは障害児の保護者（以下「支給決定障害者等」という。）又は第五十一条の五第一項の規定に

より地域相談支援給付決定を受けた障害者（以下「地域相談支援給付決定障害者」という。）が、第二十三

条に規定する支給決定の有効期間又は第五十一条の八に規定する地域相談支援給付決定の有効期間内におい

て継続して障害福祉サービス又は地域相談支援を適切に利用することができるよう、当該支給決定障害者等

又は地域相談支援給付決定障害者に係るサービス等利用計画（この項の規定により変更されたものを含む。

以下同じ。）が適切であるかどうかにつき、厚生労働省令で定める期間ごとに、当該支給決定障害者等の障

害福祉サービス又は当該地域相談支援給付決定障害者の地域相談支援の利用状況を検証し、その結果及び当

該支給決定に係る障害者等又は当該地域相談支援給付決定に係る障害者の心身の状況、その置かれている環

境、当該障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービス又は地域相談支援の利用に関する意向その他の事

情を勘案し、サービス等利用計画の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜の供与を行うこ

とをいう。 

一 サービス等利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整その他の便宜の供与を行うこと。 

二 新たな支給決定若しくは地域相談支援給付決定又は支給決定の変更の決定若しくは地域相談支援給付決

定の変更の決定が必要であると認められる場合において、当該支給決定等に係る障害者又は障害児の保護者

に対し、支給決定等に係る申請の勧奨を行うこと。 

２４ この法律において「自立支援医療」とは、障害者等につき、その心身の障害の状態の軽減を図り、

自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療であって政令で定めるものをいう。 

２５ この法律において「補装具」とは、障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわた



 

19 

 

り継続して使用されるものその他の厚生労働省令で定める基準に該当するものとして、義肢、装具、車いす

その他の厚生労働大臣が定めるものをいう。 

２６ この法律において「移動支援事業」とは、障害者等が円滑に外出することができるよう、障害者等

の移動を支援する事業をいう。 

２７ この法律において「地域活動支援センター」とは、障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の

機会の提供、社会との交流の促進その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設をいう。 

２８ この法律において「福祉ホーム」とは、現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室そ

の他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する施設をいう。 

第二章 自立支援給付 

第一節 通則 

（自立支援給付） 

第六条 自立支援給付は、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特

別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付

費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費、補装具費及び

高額障害福祉サービス等給付費の支給とする。 

 

（他の法令による給付等との調整） 

第七条 自立支援給付は、当該障害の状態につき、介護保険法（平成九年法律第百二十三号）の規定による

介護給付、健康保険法（大正十一年法律第七十号）の規定による療養の給付その他の法令に基づく給付又は

事業であって政令で定めるもののうち自立支援給付に相当するものを受け、又は利用することができるとき

は政令で定める限度において、当該政令で定める給付又は事業以外の給付であって国又は地方公共団体の負

担において自立支援給付に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。 

 

第二款 支給決定等 

（介護給付費等の支給決定） 

第十九条 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費（以下「介護給付費等」とい

う。）の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定

（以下「支給決定」という。）を受けなければならない。 

２ 支給決定は、障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、障害者又は障害

児の保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の

市町村が行うものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により介護給付費等の支給

を受けて又は身体障害者福祉法第十八条第二項若しくは知的障害者福祉法第十六条第一項の規定により入所

措置が採られて障害者支援施設、のぞみの園又は第五条第一項若しくは第六項の厚生労働省令で定める施設
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に入所している障害者及び生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第三十条第一項ただし書の規定に

より同法第三十八条第二項に規定する救護施設（以下この項において「救護施設」という。）、同条第三項

に規定する更生施設（以下この項において「更生施設」という。）又は同法第三十条第一項ただし書に規定

するその他の適当な施設（以下この項において「その他の適当な施設」という。）に入所している障害者

（以下この項において「特定施設入所障害者」と総称する。）については、その者が障害者支援施設、のぞ

みの園、第五条第一項若しくは第六項の厚生労働省令で定める施設又は救護施設、更生施設若しくはその他

の適当な施設（以下「特定施設」という。）への入所前に有した居住地（継続して二以上の特定施設に入所

している特定施設入所障害者（以下この項において「継続入所障害者」という。）については、最初に入所

した特定施設への入所前に有した居住地）の市町村が、支給決定を行うものとする。ただし、特定施設への

入所前に居住地を有しないか、又は明らかでなかった特定施設入所障害者については、入所前におけるその

者の所在地（継続入所障害者については、最初に入所した特定施設の入所前に有した所在地）の市町村が、

支給決定を行うものとする。 

４ 前二項の規定にかかわらず、児童福祉法第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の二十四第一項の規

定により障害児入所給付費の支給を受けて又は同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項の規定により措

置（同法第三十一条第五項の規定により同法第二十七条第一項第三号又は第二項の規定による措置とみなさ

れる場合を含む。）が採られて第五条第一項の厚生労働省令で定める施設に入所していた障害者等が、継続

して、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により介護給付費等の支給を受けて、身体障害者福

祉法第十八条第二項若しくは知的障害者福祉法第十六条第一項の規定により入所措置が採られて又は生活保

護法第三十条第一項ただし書の規定により特定施設に入所した場合は、当該障害者等が満十八歳となる日の

前日に当該障害者等の保護者であった者（以下この項において「保護者であった者」という。）が有した居

住地の市町村が、支給決定を行うものとする。ただし、当該障害者等が満十八歳となる日の前日に保護者で

あった者がいないか、保護者であった者が居住地を有しないか、又は保護者であった者の居住地が明らかで

ない障害者等については、当該障害者等が満十八歳となる日の前日におけるその者の所在地の市町村が支給

決定を行うものとする。 

５ 前二項の規定の適用を受ける障害者等が入所している特定施設は、当該特定施設の所在する市町村及び

当該障害者等に対し支給決定を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。 

（申請） 

第二十条 支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、

市町村に申請をしなければならない。 

２ 市町村は、前項の申請があったときは、次条第一項及び第二十二条第一項の規定により障害支援区分の

認定及び同項に規定する支給要否決定を行うため、厚生労働省令で定めるところにより、当該職員をして、

当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者に面接をさせ、その心身の状況、その置かれている環境その他

厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該調査を第

五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者その他の厚生労働省令で定める者（以下この条に

おいて「指定一般相談支援事業者等」という。）に委託することができる。 
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３ 前項後段の規定により委託を受けた指定一般相談支援事業者等は、障害者等の保健又は福祉に関する専

門的知識及び技術を有するものとして厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとす

る。 

４ 第二項後段の規定により委託を受けた指定一般相談支援事業者等の役員（業務を執行する社員、取締

役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、

法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと

認められる者を含む。第百九条第一項を除き、以下同じ。）若しくは前項の厚生労働省令で定める者又はこ

れらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならな

い。 

５ 第二項後段の規定により委託を受けた指定一般相談支援事業者等の役員又は第三項の厚生労働省令で定

める者で、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事す

る職員とみなす。 

６ 第二項の場合において、市町村は、当該障害者等又は障害児の保護者が遠隔の地に居住地又は現在地を

有するときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる。 

（障害支援区分の認定） 

第二十一条 市町村は、前条第一項の申請があったときは、政令で定めるところにより、市町村審査会が行

う当該申請に係る障害者等の障害支援区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障害支援区分の認定を行

うものとする。 

２ 市町村審査会は、前項の審査及び判定を行うに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定

に係る障害者等、その家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。 

（支給要否決定等） 

第二十二条 市町村は、第二十条第一項の申請に係る障害者等の障害支援区分、当該障害者等の介護を行う

者の状況、当該障害者等の置かれている環境、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サー

ビスの利用に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して介護給付費等の支給の要否の決定

（以下この条及び第二十七条において「支給要否決定」という。）を行うものとする。 

２ 市町村は、支給要否決定を行うに当たって必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところに

より、市町村審査会又は身体障害者福祉法第九条第七項に規定する身体障害者更生相談所（第七十四条及び

第七十六条第三項において「身体障害者更生相談所」という。）、知的障害者福祉法第九条第六項に規定す

る知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第六条第一項に規定する精神保健福祉

センター若しくは児童相談所（以下「身体障害者更生相談所等」と総称する。）その他厚生労働省令で定め

る機関の意見を聴くことができる。 

３ 市町村審査会、身体障害者更生相談所等又は前項の厚生労働省令で定める機関は、同項の意見を述べる

に当たって必要があると認めるときは、当該支給要否決定に係る障害者等、その家族、医師その他の関係者

の意見を聴くことができる。 
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４ 市町村は、支給要否決定を行うに当たって必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に

は、厚生労働省令で定めるところにより、第二十条第一項の申請に係る障害者又は障害児の保護者に対し、

第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出

を求めるものとする。 

５ 前項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求められた障害者又は障害児の保護者は、厚生労働省

令で定める場合には、同項のサービス等利用計画案に代えて厚生労働省令で定めるサービス等利用計画案を

提出することができる。 

６ 市町村は、前二項のサービス等利用計画案の提出があった場合には、第一項の厚生労働省令で定める事

項及び当該サービス等利用計画案を勘案して支給要否決定を行うものとする。 

７ 市町村は、支給決定を行う場合には、障害福祉サービスの種類ごとに月を単位として厚生労働省令で定

める期間において介護給付費等を支給する障害福祉サービスの量（以下「支給量」という。）を定めなけれ

ばならない。 

８ 市町村は、支給決定を行ったときは、当該支給決定障害者等に対し、厚生労働省令で定めるところによ

り、支給量その他の厚生労働省令で定める事項を記載した障害福祉サービス受給者証（以下「受給者証」と

いう。）を交付しなければならない。 

（支給決定の有効期間） 

第二十三条 支給決定は、厚生労働省令で定める期間（以下「支給決定の有効期間」という。）内に限り、

その効力を有する。 

（支給決定の変更） 

第二十四条 支給決定障害者等は、現に受けている支給決定に係る障害福祉サービスの種類、支給量その他

の厚生労働省令で定める事項を変更する必要があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に

対し、当該支給決定の変更の申請をすることができる。 

２ 市町村は、前項の申請又は職権により、第二十二条第一項の厚生労働省令で定める事項を勘案し、支給

決定障害者等につき、必要があると認めるときは、支給決定の変更の決定を行うことができる。この場合に

おいて、市町村は、当該決定に係る支給決定障害者等に対し受給者証の提出を求めるものとする。 

３ 第十九条（第一項を除く。）、第二十条（第一項を除く。）及び第二十二条（第一項を除く。）の規定

は、前項の支給決定の変更の決定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定

める。 

４ 市町村は、第二項の支給決定の変更の決定を行うに当たり、必要があると認めるときは、障害支援区分

の変更の認定を行うことができる。 

５ 第二十一条の規定は、前項の障害支援区分の変更の認定について準用する。この場合において、必要な

技術的読替えは、政令で定める。 

６ 市町村は、第二項の支給決定の変更の決定を行った場合には、受給者証に当該決定に係る事項を記載

し、これを返還するものとする。 
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（支給決定の取消し） 

第二十五条 支給決定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該支給決定を取り消すことができる。 

一 支給決定に係る障害者等が、第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等及び第三十条第一項

第二号に規定する基準該当障害福祉サービスを受ける必要がなくなったと認めるとき。 

二 支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに

至ったと認めるとき（支給決定に係る障害者が特定施設に入所することにより当該市町村以外の市町村の区

域内に居住地を有するに至ったと認めるときを除く。）。 

三 支給決定に係る障害者等又は障害児の保護者が、正当な理由なしに第二十条第二項（前条第三項におい

て準用する場合を含む。）の規定による調査に応じないとき。 

四 その他政令で定めるとき。 

２ 前項の規定により支給決定の取消しを行った市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消

しに係る支給決定障害者等に対し受給者証の返還を求めるものとする。 

 

第三款 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給 

（介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給） 

第二十八条 介護給付費及び特例介護給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに関して次条及び第三

十条の規定により支給する給付とする。 

一 居宅介護 

二 重度訪問介護 

三 同行援護 

四 行動援護 

五 療養介護（医療に係るものを除く。） 

六 生活介護 

七 短期入所 

八 重度障害者等包括支援 

九 施設入所支援 

２ 訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに関して次条及び第三十条

の規定により支給する給付とする。 

一 自立訓練 

二 就労移行支援 

三 就労継続支援 

四 就労定着支援 

五 自立生活援助 

六 共同生活援助 
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第二款 計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給 

（計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給） 

第五十一条の十六 計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給は、計画相談支援に関して次条

及び第五十一条の十八の規定により支給する給付とする。 

（計画相談支援給付費） 

第五十一条の十七 市町村は、次の各号に掲げる者（以下「計画相談支援対象障害者等」という。）に対

し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する計画相談支援に要した費用について、計画相

談支援給付費を支給する。 

一 第二十二条第四項（第二十四条第三項において準用する場合を含む。）の規定により、サービス等利用

計画案の提出を求められた第二十条第一項若しくは第二十四条第一項の申請に係る障害者若しくは障害児の

保護者又は第五十一条の七第四項（第五十一条の九第三項において準用する場合を含む。）の規定により、

サービス等利用計画案の提出を求められた第五十一条の六第一項若しくは第五十一条の九第一項の申請に係

る障害者 市町村長が指定する特定相談支援事業を行う者（以下「指定特定相談支援事業者」という。）か

ら当該指定に係るサービス利用支援（次項において「指定サービス利用支援」という。）を受けた場合であ

って、当該申請に係る支給決定等を受けたとき。 

二 支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者 指定特定相談支援事業者から当該指定に係る継続

サービス利用支援（次項において「指定継続サービス利用支援」という。）を受けたとき。 

２ 計画相談支援給付費の額は、指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援（以下「指定計画相

談支援」という。）に通常要する費用につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額

が現に当該指定計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定計画相談支援に要した費用の

額）とする。 

３ 計画相談支援対象障害者等が指定特定相談支援事業者から指定計画相談支援を受けたときは、市町村

は、当該計画相談支援対象障害者等が当該指定特定相談支援事業者に支払うべき当該指定計画相談支援に要

した費用について、計画相談支援給付費として当該計画相談支援対象障害者等に対し支給すべき額の限度に

おいて、当該計画相談支援対象障害者等に代わり、当該指定特定相談支援事業者に支払うことができる。 

４ 前項の規定による支払があったときは、計画相談支援対象障害者等に対し計画相談支援給付費の支給が

あったものとみなす。 

５ 市町村は、指定特定相談支援事業者から計画相談支援給付費の請求があったときは、第二項の厚生労働

大臣が定める基準及び第五十一条の二十四第二項の厚生労働省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に

関する基準（指定計画相談支援の取扱いに関する部分に限る。）に照らして審査の上、支払うものとする。 

６ 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。 

７ 前各項に定めるもののほか、計画相談支援給付費の支給及び指定特定相談支援事業者の計画相談支援給

付費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

（特例計画相談支援給付費） 
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第五十一条の十八 市町村は、計画相談支援対象障害者等が、指定計画相談支援以外の計画相談支援（第五

十一条の二十四第一項の厚生労働省令で定める基準及び同条第二項の厚生労働省令で定める指定計画相談支

援の事業の運営に関する基準に定める事項のうち厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる事業を行

う事業所により行われるものに限る。以下この条において「基準該当計画相談支援」という。）を受けた場

合において、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、基準該当計画相談支援に要

した費用について、特例計画相談支援給付費を支給することができる。 

２ 特例計画相談支援給付費の額は、当該基準該当計画相談支援について前条第二項の厚生労働大臣が定め

る基準により算定した費用の額（その額が現に当該基準該当計画相談支援に要した費用の額を超えるとき

は、当該現に基準該当計画相談支援に要した費用の額）を基準として、市町村が定める。 

３ 前二項に定めるもののほか、特例計画相談支援給付費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定め

る。 

 

（指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の責務） 

第五十一条の二十二 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者（以下「指定相談支援事業者」

という。）は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の意思決定の

支援に配慮するとともに、市町村、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機

関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、相談支援を当該障害者等の意向、適性、障害の

特性その他の事情に応じ、常に障害者等の立場に立って効果的に行うように努めなければならない。 

２ 指定相談支援事業者は、その提供する相談支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることによ

り、相談支援の質の向上に努めなければならない。 

３ 指定相談支援事業者は、障害者等の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵

守し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 

 

第三章 地域生活支援事業 

（市町村の地域生活支援事業） 

第七十七条 市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、次に掲げる事業を

行うものとする。 

一 障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発を行う事業 

二 障害者等、障害者等の家族、地域住民等により自発的に行われる障害者等が自立した日常生活及び社会

生活を営むことができるようにするための活動に対する支援を行う事業 

三 障害者等が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、自立した日常生活又は社会生活を営むこ

とができるよう、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者

等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜を供与

するとともに、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害

者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業（次号に掲げるものを除く。） 
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四 障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる障害者で成

年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる

ものにつき、当該費用のうち厚生労働省令で定める費用を支給する事業 

五 障害者に係る民法（明治二十九年法律第八十九号）に規定する後見、保佐及び補助の業務を適正に行う

ことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行う事業 

六 聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常

生活を営むのに支障がある障害者等につき、意思疎通支援（手話その他厚生労働省令で定める方法により当

該障害者等とその他の者の意思疎通を支援することをいう。以下同じ。）を行う者の派遣、日常生活上の便

宜を図るための用具であって厚生労働大臣が定めるものの給付又は貸与その他の厚生労働省令で定める便宜

を供与する事業 

七 意思疎通支援を行う者を養成する事業 

八 移動支援事業 

九 障害者等につき、地域活動支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、創作的活動又は

生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業 

２ 都道府県は、市町村の地域生活支援事業の実施体制の整備の状況その他の地域の実情を勘案して、関係

市町村の意見を聴いて、当該市町村に代わって前項各号に掲げる事業の一部を行うことができる。 

３ 市町村は、第一項各号に掲げる事業のほか、現に住居を求めている障害者につき低額な料金で福祉ホー

ムその他の施設において当該施設の居室その他の設備を利用させ、日常生活に必要な便宜を供与する事業そ

の他の障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うことができる。 

（基幹相談支援センター） 

第七十七条の二 基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、前条

第一項第三号及び第四号に掲げる事業並びに身体障害者福祉法第九条第五項第二号及び第三号、知的障害者

福祉法第九条第五項第二号及び第三号並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十九条第一項に

規定する業務を総合的に行うことを目的とする施設とする。 

２ 市町村は、基幹相談支援センターを設置することができる。 

３ 市町村は、一般相談支援事業を行う者その他の厚生労働省令で定める者に対し、第一項の事業及び業務

の実施を委託することができる。 

４ 前項の委託を受けた者は、第一項の事業及び業務を実施するため、厚生労働省令で定めるところによ

り、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出て、基幹相談支援センターを設置すること

ができる。 

５ 基幹相談支援センターを設置する者は、第一項の事業及び業務の効果的な実施のために、指定障害福祉

サービス事業者等、医療機関、民生委員法（昭和二十三年法律第百九十八号）に定める民生委員、身体障害

者福祉法第十二条の三第一項又は第二項の規定により委託を受けた身体障害者相談員、知的障害者福祉法第

十五条の二第一項又は第二項の規定により委託を受けた知的障害者相談員、意思疎通支援を行う者を養成

し、又は派遣する事業の関係者その他の関係者との連携に努めなければならない。 
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６ 第三項の規定により委託を受けて第一項の事業及び業務を実施するため基幹相談支援センターを設置す

る者（その者が法人である場合にあっては、その役員）若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正

当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（都道府県の地域生活支援事業） 

第七十八条 都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、第七十七条第一

項第三号、第六号及び第七号に掲げる事業のうち、特に専門性の高い相談支援に係る事業及び特に専門性の

高い意思疎通支援を行う者を養成し、又は派遣する事業、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間

の連絡調整その他の広域的な対応が必要な事業として厚生労働省令で定める事業を行うものとする。 

２ 都道府県は、前項に定めるもののほか、障害福祉サービス又は相談支援の質の向上のために障害福祉サ

ービス若しくは相談支援を提供する者又はこれらの者に対し必要な指導を行う者を育成する事業その他障害

者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うことができる。 

 

第五章 障害福祉計画 

（基本指針） 

第八十七条 厚生労働大臣は、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事

業の提供体制を整備し、自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針

（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 障害福祉サービス及び相談支援の提供体制の確保に関する基本的事項 

二 障害福祉サービス、相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目

標に関する事項 

三 次条第一項に規定する市町村障害福祉計画及び第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画の作

成に関する事項 

四 その他自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するために必要な事項 

３ 基本指針は、児童福祉法第三十三条の十九第一項に規定する基本指針と一体のものとして作成すること

ができる。 

４ 厚生労働大臣は、基本指針の案を作成し、又は基本指針を変更しようとするときは、あらかじめ、障害

者等及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

５ 厚生労働大臣は、障害者等の生活の実態、障害者等を取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要

があると認めるときは、速やかに基本指針を変更するものとする。 

６ 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければなら

ない。 

（市町村障害福祉計画） 

第八十八条 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業
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務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害福祉計画」という。）を定めるものとする。 

２ 市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項 

二 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量

の見込み 

三 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 

３ 市町村障害福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努

めるものとする。 

一 前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な見込

量の確保のための方策 

二 前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援及び同項第三号の地域生

活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーション

の措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項 

４ 市町村障害福祉計画は、当該市町村の区域における障害者等の数及びその障害の状況を勘案して作成さ

れなければならない。 

５ 市町村は、当該市町村の区域における障害者等の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正

確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村障害福祉計画を作成するよう努めるものとする。 

６ 市町村障害福祉計画は、児童福祉法第三十三条の二十第一項に規定する市町村障害児福祉計画と一体の

ものとして作成することができる。 

７ 市町村障害福祉計画は、障害者基本法第十一条第三項に規定する市町村障害者計画、社会福祉法第百七

条第一項に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事

項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 

８ 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映

させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

９ 市町村は、第八十九条の三第一項に規定する協議会（以下この項及び第八十九条第七項において「協議

会」という。）を設置したときは、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あら

かじめ、協議会の意見を聴くよう努めなければならない。 

１０ 障害者基本法第三十六条第四項の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又

は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴かなければならない。 

１１ 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、第二項に規定する事項につい

て、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。 

１２ 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出

しなければならない。 

第八十八条の二 市町村は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項（市町村障害福祉計画に同条第三項各

号に掲げる事項を定める場合にあっては、当該各号に掲げる事項を含む。）について、調査、分析及び評価
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を行い、必要があると認めるときは、当該市町村障害福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずる

ものとする。 

（協議会の設置） 

第八十九条の三 地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係

機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に

従事する者その他の関係者（次項において「関係機関等」という。）により構成される協議会を置くように

努めなければならない。 

２ 前項の協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関

する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整

備について協議を行うものとする。 
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厚生労働省 HP「わかりやすい障害者総合支援法パンフレット」障害福祉サービス等 ｜厚生労働省 

(mhlw.go.jp) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/index_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/index_00001.html
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昭和二十二年法律第百六十四号 

（５）児童福祉法 
 

第一章 総則 

第一条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障

されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることそ

の他の福祉を等しく保障される権利を有する。 

第二条 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢

及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに

育成されるよう努めなければならない。 

② 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。 

③ 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。 

第三条 前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に

関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。 

 

第二節 定義 

第四条 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。 

一 乳児 満一歳に満たない者 

二 幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 

三 少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者 

② この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童（発達

障害者支援法（平成十六年法律第百六十七号）第二条第二項に規定する発達障害児を含む。）又は治療方法

が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成十七年法律第百二十三号）第四条第一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労

働大臣が定める程度である児童をいう。 

第六条 この法律で、保護者とは、第十九条の三、第五十七条の三第二項、第五十七条の三の三第二項及び

第五十七条の四第二項を除き、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。 

第六条の二 この法律で、小児慢性特定疾病とは、児童又は児童以外の満二十歳に満たない者（以下「児童

等」という。）が当該疾病にかかつていることにより、長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険

が及ぶおそれがあるものであつて、療養のために多額の費用を要するものとして厚生労働大臣が社会保障審

議会の意見を聴いて定める疾病をいう。 

② この法律で、小児慢性特定疾病医療支援とは、都道府県知事が指定する医療機関（以下「指定小児慢性

特定疾病医療機関」という。）に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童等（政令で定め

るものに限る。以下「小児慢性特定疾病児童等」という。）であつて、当該疾病の状態が当該小児慢性特定
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疾病ごとに厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める程度であるものに対し行われる医療（当該

小児慢性特定疾病に係るものに限る。）をいう。 

第六条の二の二 この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等

デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、

障害児通所支援を行う事業をいう。 

② この法律で、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める

施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚

生労働省令で定める便宜を供与することをいう。 

③ この法律で、医療型児童発達支援とは、上肢、下肢又は体幹の機能の障害（以下「肢体不自由」とい

う。）のある児童につき、医療型児童発達支援センター又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開

発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて厚生労働大臣が指定するもの（以下

「指定発達支援医療機関」という。）に通わせ、児童発達支援及び治療を行うことをいう。 

④ この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定

する学校（幼稚園及び大学を除く。）に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支

援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交

流の促進その他の便宜を供与することをいう。 

⑤ この法律で、居宅訪問型児童発達支援とは、重度の障害の状態その他これに準ずるものとして厚生労

働省令で定める状態にある障害児であつて、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービス

を受けるために外出することが著しく困難なものにつき、当該障害児の居宅を訪問し、日常生活における基

本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便

宜を供与することをいう。 

⑥ この法律で、保育所等訪問支援とは、保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令

で定めるものに通う障害児又は乳児院その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるもの

に入所する障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応の

ための専門的な支援その他の便宜を供与することをいう。 

⑦ この法律で、障害児相談支援とは、障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助を行うことをい

い、障害児相談支援事業とは、障害児相談支援を行う事業をいう。 

⑧ この法律で、障害児支援利用援助とは、第二十一条の五の六第一項又は第二十一条の五の八第一項の申

請に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用

に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害児通所支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定め

る事項を定めた計画（以下「障害児支援利用計画案」という。）を作成し、第二十一条の五の五第一項に規

定する通所給付決定（次項において「通所給付決定」という。）又は第二十一条の五の八第二項に規定する

通所給付決定の変更の決定（次項において「通所給付決定の変更の決定」という。）（以下この条及び第二

十四条の二十六第一項第一号において「給付決定等」と総称する。）が行われた後に、第二十一条の五の三
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第一項に規定する指定障害児通所支援事業者等その他の者（次項において「関係者」という。）との連絡調

整その他の便宜を供与するとともに、当該給付決定等に係る障害児通所支援の種類及び内容、これを担当す

る者その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画（次項において「障害児支援利用計画」という。）

を作成することをいう。 

⑨ この法律で、継続障害児支援利用援助とは、通所給付決定に係る障害児の保護者（以下「通所給付決定

保護者」という。）が、第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間内において、継続し

て障害児通所支援を適切に利用することができるよう、当該通所給付決定に係る障害児支援利用計画（この

項の規定により変更されたものを含む。以下この項において同じ。）が適切であるかどうかにつき、厚生労

働省令で定める期間ごとに、当該通所給付決定保護者の障害児通所支援の利用状況を検証し、その結果及び

当該通所給付決定に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児

通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、障害児支援利用計画の見直しを行い、その結果に基づ

き、次のいずれかの便宜の供与を行うことをいう。 

一 障害児支援利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整その他の便宜の供与を行うこと。 

二 新たな通所給付決定又は通所給付決定の変更の決定が必要であると認められる場合において、当該給付

決定等に係る障害児の保護者に対し、給付決定等に係る申請の勧奨を行うこと。 
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（６）介護給付費等に係る支給決定事務等について（事務処理要領）  
最終改正 令和３年４月 抜粋 

 

第３ 計画相談支援給付費の支給事務 

 

Ⅰ 計画相談支援の内容 

１ サービス利用支援 

（１）サービスの内容（法第５条第２２項） 

サービス利用支援とは、以下の支援のいずれも行うものをいう。 

ア  障害福祉サービスの申請若しくは変更の申請に係る障害者若しくは障害児の保護者又は地域相談

支援の申請に係る障害者の心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向その

他の事情を勘案し、利用する障害福祉サービス又は地域相談支援の種類及び内容その他の厚生労働

省令で定める事項を記載したサービス等利用計画案を作成する。 

【サービス等利用計画案の記載事項】 

① 利用者及びその家族の生活に対する意向 

② 総合的な援助の方針 

③ 生活全般の解決すべき課題 

④ 提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期 

⑤ 福祉サービス等の種類、内容、量 

⑥ 福祉サービス等を提供する上での留意事項 

⑦ モニタリング期間 

※ 指定特定相談支援事業者以外の者が作成する場合のサービス等利用計画案 

の記載事項についても、上記に準じることとする（⑦を除く。）。 

 

イ 支給決定若しくは支給決定の変更の決定又は地域相談支援給付決定後に、指定障害福祉サービス事

業者、指定一般相談支援事業者等との連絡調整等の便宜を供与するとともに、支給決定又は地域相

談支援給付決定に係るサービスの種類及び内容、担当者その他の厚生労働省令で定める事項を記載

したサービス等利用計画を作成する。 

【サービス等利用計画の記載事項】 

サービス等利用計画案の内容に加え、以下の事項を追加。 

① 福祉サービス等の利用料 

② 福祉サービス等の担当者 
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（２）対象者 

障害福祉サービスの申請若しくは変更の申請に係る障害者若しくは障害児の保護者又は地域相談支援

の申請に係る障害者。ただし、当該申請者が、介護保険制度のサービスを利用する場合については、居

宅サービス計画又は介護予防サービス計画（ケアプラン）の作成対象者となるため、障害福祉サービス

固有のものと認められる行動援護、同行援護、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援等

の利用を希望する場合であって、市町村がサービス等利用計画案の作成が必要と認める場合に求めるも

のとする。 

 

２ 継続サービス利用支援 

（１）サービスの内容（法第５条第２３項） 

継続サービス利用支援とは、支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者が、支給決定又は地

域相談支援給付決定の有効期間内において、当該者に係るサービス等利用計画が適切であるかどうかに

つき、厚生労働省令で定める期間（モニタリング期間）ごとに、障害福祉サービス又は地域相談支援の

利用状況を検証し、その結果及び心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向そ

の他の事情を勘案し、サービス等利用計画の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜の

供与を行うことをいう。 

ア サービス等利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整等の便宜を供与。 

イ 新たな支給決定若しくは支給決定の変更の決定又は地域相談支援給付決定が必要と認められる場合

において、当該支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に対し、当該申請の勧奨を行う。 

 

（２）対象者 

指定特定相談支援事業者が提供したサービス利用支援によりサービス等利用計画が作成された支給決

定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者（指定特定相談支援事業者以外の者がサービス等利用計画

案を作成した場合については継続サービス利用支援の対象外となる。）。 

 

（３）モニタリング期間（則第６条の１６）の設定 

モニタリング期間については、市町村が、指定特定相談支援事業者の提案を踏まえて以下の勘案事項

及び期間を勘案して、個別の対象者ごとに定める。 

ア 勘案事項 

ａ 障害者等の心身の状況 

ｂ 障害者等の置かれている環境 

・ 地域移行等による住環境や生活環境の変化、家族の入院、死亡又は出生等による家庭環境の変

化、ライフステージ（乳幼児期から学齢期への移行、学齢期から就労への移行等）の変化の有無 

等 



 

76 

 

ｃ 総合的な援助の方針（援助の全体目標） 

ｄ 生活全般の解決すべき課題 

ｅ 提供されるサービスの目標及び達成時期 

ｆ 提供されるサービスの種類、内容及び量 

ｇ サービスを提供する上での留意事項 

 

イ 期間 

ａ 支給決定又は支給決定の変更によりサービスの種類、内容又は量に著しく変動があった者 

→ １月（毎月）ごと 

（ただし、当該支給決定又は支給決定の変更に係る障害福祉サービスの利用開始日から起算して３月間

に限る。） 

ｂ 療養介護、重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除く障害福祉サービスを利用する者又は地域定

着支援を利用する者（いずれも a に掲げる者を除く。）のうち次に掲げるもの 

→ １月（毎月）ごと 

(a) 障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者 

(b) 単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、自ら指定障害福祉サ

ービス事業者等との連絡調整を行うことが困難である者 

(c) 重度障害者等包括支援に係る支給決定を受けることができる者 

ｃ 療養介護、重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除く障害福祉サービスを利用する者（a 及び b 

に掲げる者を除く。）のうち次に掲げるもの 

→ ３月ごと 

(a) 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、就労移行支援、自立訓練、就労定着支

援、自立生活援助又は共同生活援助（日中サービス支援型に限る。）を利用する者 

(b) ６５歳以上の者で介護保険におけるケアマネジメントを受けていない者（（a）に掲げる者を除

く。） 

ｄ 療養介護、重度障害者等包括支援若しくは施設入所支援を利用する者（a に掲げる者及び地域移行支

援を利用する者を除く。）、療養介護、重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除く障害福祉サービ

スを利用する者若しくは地域定着支援（いずれも a から c に掲げる者を除く。）又は地域移行支援を

利用する者（a に掲げる者を除く。） 

→ ６月ごと 

※ 重度障害者等包括支援については、当該サービスの指定基準において相談支援専門員であるサービ

ス提供責任者が当該サービスの実施状況の把握等を行うこととされているため、原則として、支給決定

の有効期間の終期のみ継続サービス利用支援を実施。 

 



 

77 

 

ウ モニタリング期間を決定する際特に留意すべき事項 

当該期間はあくまで利用するサービス等に応じて設定した標準期間であることを踏まえ、一律に標準期間

に沿って設定するのではなく、アセスメントにより勘案すべき事項の状況を把握した相談支援専門員の提案

等も十分に踏まえながら標準期間を設定する。 

さらに、標準期間において示した状態像以外であっても、例えば本人の特性、生活環境、家庭環境等など

により、以下のような状態像となっている利用者の場合、頻回なモニタリングを行うことで、より効果的に

支援の質を高めることにつながると考えられるため、標準よりも短い期間で設定することが望ましい。 

 

（具体例） 

・生活習慣等を改善するための集中的な支援の提供後、引き続き一定の支援が必要である者 

・利用する指定障害福祉サービス事業者の頻繁な変更やそのおそれのある者 

・その他障害福祉サービス等を安定的に利用することに課題のある者 

・障害福祉サービス等と医療機関等との連携が必要な者 

・複数の障害福祉サービス等を利用している者 

・家族や地域住民等との関係が不安定な者 

 

下記に掲げる者は、上記の状況に該当する場合が多いと考えられるため、モニタリング期間の設定に当た

っては、特に留意して検討すること。 

・単身者（単身生活を開始した者、開始しようとする者） 

・複合的な課題を抱えた世帯に属する者 

・医療観察法対象者 

・犯罪をした者等（矯正施設退所者、起訴猶予又は執行猶予となった者等） 

・医療的ケア児 

・強度行動障害児者 

・被虐待者又は、その恐れのある者（養護者の障害理解の不足、介護疲れが見られる、養護者自身が支援を

要する者、キーパーソンの不在や体調不良、死亡等の変化等） 

 

モニタリング頻度は、モニタリング結果の検証等を行う等により必要に応じて見直しを行うこと。 

 

３ 留意事項 

相談支援専門員が担当する障害者が利用するサービス提供事業所の職員と兼務する場合（障害児相談支援

に係る指定障害児相談支援事業所、地域相談支援に係る指定一般相談支援事業所及び障害福祉サービスに係

る指定自立生活援助事業所と兼務する場合は除く。）については、サービス提供事業所との中立性の確保

や、サービス提供事業所と異なる視点での検討が欠如しかねないことから、以下のやむを得ない場合を除
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き、当該者が利用するサービス提供事業所と兼務しない相談支援専門員が継続サービス利用支援を実施する

ことを基本とする。 

また、支給決定の更新又は支給決定の変更に係るサービス利用支援についても、当該者が利用するサービ

ス提供事業所と兼務しない相談支援専門員が実施することを基本とする。 

・ 身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合 

・ 支給決定又は支給決定の変更によりサービス内容に著しく変動があった者のうち、当該支給決定等から

概ね３ヶ月以内の場合（サービス利用支援とその直後の継続サービス利用支援は一体的な業務であるこ

と、また、指定特定相談支援事業者の変更に当たっては利用者が別の事業者と契約を締結し直すことが

必要となるため、一定期間を猶予。） 

・ その他市町村がやむを得ないと認める場合 

 

Ⅱ 計画相談支援給付費の対象者 

市町村は、次の者に対し、計画相談支援給付費を支給する。 

なお、障害児が児童福祉法に基づく障害児通所支援と障害福祉サービスの両方を利用する場合には、計

画相談支援及び児童福祉法に基づく障害児相談支援の対象となる。この場合の報酬については、障害児相

談支援給付費のみ支給することとなる。 

 

（１）障害福祉サービスの申請若しくは変更の申請を行った障害者若しくは障害児の保護者又は地域相談支

援の申請を行った障害者のうち、指定特定相談支援事業者からサービス利用支援を受けた者（当該申請

に係る支給決定若しくは支給決定の変更の決定又は地域相談支援給付決定を受け、サービス等利用計画

を作成したとき）。 

 

（２）支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者のうち、指定特定相談支援事業 

者から継続サービス利用支援を受けた者。 

 

Ⅲ 計画相談支援給付費の支給期間とモニタリング期間の取扱い 

１ 計画相談支援給付費の支給期間 

計画相談支援給付費の支給期間（月単位）については、運用上以下の取扱いとする。 

（１）支給期間の開始月 

① 新規に計画相談支援給付費の対象となる者 

サービス利用支援を実施する月（サービス等利用計画を作成する月） 

② 既に計画相談支援給付費の対象となっている者 

更新前の支給期間の翌月 

（２）支給期間の終期月 

計画相談支援給付費の支給期間は、計画相談支援対象者が利用する障害福祉サービスの支給決定又は
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地域相談支援給付決定の有効期間のうち最長の有効期間の終期月までの範囲内で設定することとしてい

るが、自治体における事務や利用者の申請手続に係る負担を勘案し、運用上、最長の有効期間の終期月

を基本とする。 

 

２ モニタリング期間に係る開始月と終期月 

モニタリング期間の設定に当たっては、継続サービス利用支援の実施月を特定するため、併せて、当該

モニタリング期間に係る継続サービス利用支援の開始月と終期月を設定することとする。具体的には、以

下の取扱いとする。 

（１）当該モニタリング期間に係る継続サービス利用支援の開始月継続サービス利用支援の開始月について

は、支給決定又は地域相談支援給付決定の有効期間の終期月において継続サービス利用支援を実施する

ことを前提に、当該者に係るモニタリング期間を勘案して設定することとする。 

（支給決定又は地域相談支援給付決定の有効期間の終期月においては、対象者の状況に応じて、継続サー

ビス利用支援と併せて支給決定又は地域相談支援給付決定の更新等のためのサービス利用支援を実施 

(報酬はサービス利用支援の報酬のみ算定)。） 

なお、１人の者に対して複数の支給決定又は地域相談支援給付決定の有効期間の終期が設定される場

合には、複数の支給決定又は地域相談支援給付決定の有効期間のうち最長の有効期間の終期月に継続サ

ービス利用支援を実施することを前提に、当該者に係るモニタリング期間を勘案して、継続サービス利

用支援の開始月を設定する。 

この場合、できる限り、複数の有効期間の終期月と継続サービス利用支援の実施月が同一月となるよ

う、各々の障害福祉サービスの支給決定又は地域相談支援給付決定の有効期間を設定することが望まし

い。（結果として、サービス利用支援の実施月と継続サービス利用支援の実施月が異なる場合であって

も、各々の報酬の算定は可とする。） 

 

（２）当該モニタリング期間に係る継続サービス利用支援の終期月 

原則として、計画相談支援給付費の支給期間の終期月（障害福祉サービスの支給決定又は地域相談支

援給付決定の有効期間の終期月）と同じとする。 

ただし、モニタリング期間が１月（毎月）ごとの者については、継続サービス利用支援の開始月を含め

最長１年以内で終期月を設定する（支給決定又は支給決定の変更によりサービス内容に著しく変動があっ

た者については、当該支給決定等から概ね３ヶ月以内を基本とする。）。 

 

Ⅳ 事務の流れ 

１ 新たに計画相談支援を実施する場合の手続 

（１）基本的な流れ 

① 市町村が障害福祉サービス又は地域相談支援の申請者（以下同じ。）に対し、サービス等利用計画案
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の提出を依頼。 

② 申請者が指定特定相談支援事業者（障害児の場合は、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者

の指定を併せて受けたものに限る。以下同じ。）と計画相談支援の提供について利用契約。 

③ 指定特定相談支援事業者が、サービス等利用計画案（厚生労働省令で定める期間（モニタリング期

間）に係る提案も記載。）を作成し、申請者に交付。 

④ 申請者が市町村に対し、以下の書類を提出。 

・指定特定相談支援事業者が作成したサービス等利用計画案 

・計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書 

・計画相談支援・障害児相談支援依頼（変更）届出書（契約した指定特定相談支援事業者に係る届出） 

⑤ 市町村は、障害福祉サービスの支給（却下）又は地域相談支援給付（却下）決定と併せて、計画相談

支援給付費・障害児相談支援給付費支給（却下）通知。併せて、障害福祉サービス受給者証又は地域

相談支援受給者証に必要事項を記載して申請者に交付。 

⑥ 指定特定相談支援事業者は、サービス等利用計画を作成し、申請者に交付。 

 

（２）具体的手続 

ア サービス等利用計画案提出依頼 

市町村は、障害福祉サービスの申請若しくは変更の申請があった障害者若しくは障害児の保護者又は地

域相談支援の申請があった障害者に対し、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書によ

り、指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求める。 

イ サービス等利用計画案、計画相談支援給付費支給申請書及び計画相談支援依頼（変更）届出書の提出申

請者は、指定特定相談支援事業者が作成したサービス等利用計画案を市町村に提出するとともに、計画相

談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書及び計画相談支援・障害児相談支援依頼（変更）届出書

を提出する。 

 

(ｱ) 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書の記載要領（様式例に基づく） 

①  申請先 

②  申請年月日 

③  申請者氏名及び生年月日 

④  申請者居住地及び電話番号 

申請者の居住地及び電話番号を記載する。 

なお、居住地は、申請者の居住地又は現在地（援護の実施者を決定する上で、その判断基準となる障

害者の居住地又は現在地と同一）の住所を記載する。 

※ 特定施設に入所又は入居することにより当該施設の所在地に住民票を異動し、居住地特例の適用を

受けている場合は、当該特定施設の所在地を記載する。 

⑤  障害児氏名及び生年月日 
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障害児の場合に記載する。 

⑥  障害児との続柄 

障害児の場合に記載する。 

⑦  申請提出者氏名 

代行による申請がなされた場合に記載する。 

⑧  申請提出者住所及び電話番号 

代行による申請がなされた場合に記載する。 

⑨  申請提出者と申請者の関係 

代行による申請がなされた場合に記載する。 

 

(ｲ) 計画相談支援・障害児相談支援依頼（変更）届出書の記載要領（様式例に基づく） 

①  区分 

支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者が新規に計画相談支援の 

対象となる場合は「新規」に印をつける。 

②  申請者氏名及び生年月日 

③  申請者居住地及び電話番号 

④  障害児氏名、続柄及び生年月日 

障害児である場合に記載する。 

⑤  計画相談支援を依頼した事業者の名称、所在地及び電話番号 

ウ 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書又は計画相談支援・障害児相談支援依頼（変

更）届出書の受理 

市町村は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書を受理したときは、計画相談支援給

付対象者であること、指定特定相談支援事業者の指定の確認（障害児の場合は指定障害児相談支援事業者

であることを確認。）や相談支援専門員の資格（介護保険サービス利用者の場合は、介護支援専門員の資

格の有無）等について確認を行う。 

※ サービス利用支援と継続サービス利用支援は一貫して行うことが望ましいものであるため、相談支援専

門員が、担当する障害者が利用するサービス提供事業所の職員と兼務する場合等やむを得ない場合を除

き、同一の指定特定相談支援事業者が行うことを基本とする。 

※ 指定特定相談支援事業者は、当該者に支給決定等を行う市町村以外の市町村が 

指定した事業者の利用ができる。 

なお、サービス等利用計画の作成に当たっては地域の障害福祉サービス等の提供体制の把握やサービス

等利用計画作成後の対象者の居宅等への訪問による状況把握などが必要となることに留意すること。 

 

エ 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給（却下）通知市町村は、障害福祉サービスの支給決定

又は地域相談支援給付決定に併せて、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給（却下）通知書に
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より申請者に通知する。 

また、計画相談支援給付費の支給を行う場合には、障害福祉サービス受給者証又は地域相談支援受給者

証に必要事項を記載の上、申請者に交付する。 

なお、障害福祉サービス受給証及び地域相談支援受給者証の両方を有する場合については、障害福祉サ

ービス受給者証の「計画相談支援給付費の支給内容（五面）」のみに記載することとして差し支えない。 

市町村は、次に掲げる場合には計画相談支援給付費の支給を却下する。 

・ 計画相談支援給付費を支給する必要がないと認めるとき。（障害福祉サービスの申請若しくは変更の

申請又は地域相談支援の申請が却下された場合が想定される。） 

・ 計画相談支援給付費の支給前に、当該市町村以外の市町村の区域に居住地を有するに至ったと認める

とき。 

・ 虚偽の申請があったとき。 

※ 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給（却下）通知書の記載要領 

① 障害福祉サービス受給者証番号又は地域相談支援受給者証番号 

② 申請者氏名 

③ 障害児氏名 

④ 支給の可否 

ａ 支給対象となる場合、以下を記載する。 

・支給期間 

記載例 令和○年○月～令和○年○月 

・モニタリング期間 

※ 当該モニタリング期間に係る継続サービス利用支援の開始月と終期月を括 

弧内に記載。同一の場合は当該月を記載。 

記載例 ○月ごと（令和○年○月～令和○年○月まで） 

ｂ 当該申請を却下する場合は、却下理由を記載する。 

⑤ 通知内容に対する市町村長への審査請求及び取消訴訟に関する教示 

 

２ モニタリング期間を変更する場合 

ア 市町村は、継続サービス利用支援のモニタリング期間を変更する場合には、以下の内容を記載したモニ

タリング期間変更通知書を対象者に通知。 

※ モニタリング期間変更通知書 

① 障害福祉サービス受給者証番号又は地域相談支援受給者証番号 

② 対象者氏名 

③ 障害児氏名 

障害児の場合に記載する。 

④ モニタリング期間 
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※ 当該モニタリング期間に係る継続サービス利用支援の開始月と終期月を括 

弧内に記載。同一の場合は当該月を記載。 

記載例 ○月ごと（令和○年○月～令和○年○月まで） 

⑤ 障害福祉サービス受給者証又は地域相談支援受給者証の提出依頼及び期限 

イ 対象者は、障害福祉サービス受給者証又は地域相談支援受給者証を提出。 

ウ 市町村は、対象者に変更後のモニタリング期間を記載した障害福祉サービス受給者証又は地域相談支援受

給者証を交付。 

 

３ 指定特定相談支援事業者を変更する場合の手続 

ア 利用者は、指定特定相談支援事業者を変更する場合には、計画相談支援・障害児相談支援依頼（変更）届

出書について、障害福祉サービス受給者証又は地域相談支援受給者証を添付して、市町村に提出する。 

 

 

４ 支給の取消しを行う場合の手続 

（１）支給を取り消す場合 

市町村は、次に掲げる場合に計画相談支援給付費の支給を取り消すことができる。 

ア 法第５１条の１７第１項の規定に基づき計画相談支援給付費の支給を受ける必要がなくなったと認める

とき。（介護保険法の居宅介護支援費若しくは介護予防支援費又は児童福祉法の障害児相談支援給付費の

支給対象となる場合が考えられる。） 

イ 計画相談支援の支給期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めると

き。 

 

（２）取消しの通知及び障害福祉サービス受給者証又は地域相談支援受給者証への記載 

市町村は、計画相談支援給付費の支給の取消しを行うときは、以下の内容を記載した計画相談支援給

付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書を当該計画相談支援対象障害者等に通知して、障害福祉サ

ービス受給者証又は地域相談支援受給者証の提出を求め、支給を取消した旨を記載して対象者等に返還

する（転出した場合を除く。）。 

 

※ 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書の記載要領 

① 障害福祉サービス受給者証番号又は地域相談支援受給者証番号 

② 対象者氏名 

③ 障害児氏名 

障害児の場合に記載する。 

④ 支給取消日 

⑤ 取消理由 
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⑥ 障害福祉サービス受給者証又は地域相談支援受給者証提出先及び提出期限 

⑦ 通知内容に対する市町村長への審査請求及び取消訴訟に関する教示 
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（７）さくら証のご案内 
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（８）障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について 

令和3年4月 

 

第３ 障害児相談支援給付費の支給事務 

障害児相談支援給付費の支給事務に当たっては、障害者総合支援法における計画相談支援給付費の支

給事務と同様であるため、「介護給付費等に係る支給決定事務等について」の「第３計画相談支援給付

費の支給事務」を参照されたい。 

なお、障害児通所支援と障害者総合支援法における障害福祉サービスの両方を利用する場合には、障

害者総合支援法の計画相談支援と児童福祉法の障害児相談支援の両方の対象となる。この場合の報酬に

ついては、障害児相談支援給付費のみ支給することとなるので、留意すること。 

障害児相談支援の内容等については、以下のとおりである。 

 

１ 障害児支援利用援助 

（１）援助の内容（法第６条の２の２第８項） 

障害児支援利用援助とは、以下の援助のいずれも行うものをいう。 

ア 通所給付決定の申請若しくは変更の申請に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障

害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害児通所

支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を記載した障害児支援利用計画案を作成する。 

【障害児支援利用計画案の記載事項】 

① 障害児及びその家族の生活に対する意向 

② 総合的な援助の方針 

③ 生活全般の解決すべき課題 

④ 提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期 

⑤ 障害児通所支援の種類、内容、量 

⑥ 障害児通所支援を提供する上での留意事項 

⑦ モニタリング期間 

※ 指定障害児相談支援事業者以外の者が作成する場合の障害児支援利用計画案の記載事項についても、

上記に準じることとする（⑦を除く）。 

 

イ 通所給付決定若しくは通所給付決定の変更の決定後に、指定障害児通所支援事業者、指定障害児相談

支援事業者等との連絡調整等の便宜を供与するとともに、通所給付決定に係る障害児通所支援の種類及

び内容、担当者その他の他厚生労働省令で定める事項を記載した障害児支援利用計画を作成する。 

【障害児支援利用計画の記載事項】 

障害児支援利用計画案の内容に加え、以下の事項を追加。 

① 障害児通所支援の利用料 
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② 障害児通所支援の担当者 

 

（２）対象者 

通所給付決定の申請若しくは変更の申請に係る障害児の保護者。 

 

２ 継続障害児支援利用援助 

（１）援助の内容（法第６条の２の２第９項） 

継続障害児支援利用支援とは、通所給付決定保護者が、通所給付決定の有効期間内において、当該者

に係る障害児支援利用計画が適切であるかどうかにつき、厚生労働省令で定める期間（モニタリング期

間）ごとに、障害児通所支援の利用状況を検証し、その結果及び当該通所給付決定に係る障害児の心身

の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その

他の事情を勘案し、障害児支援利用計画の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜の供

与を行うことをいう。 

ア 障害児支援利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整等の便宜を供与。 

イ 新たな通所給付決定若しくは通所給付決定の変更の決定が必要と認められる場合において、当該給付

決定等に係る障害児の保護者に対し、給付決定等に係る申請の勧奨を行う。 

 

（２）対象者 

指定障害児相談支援事業者が提供した障害児支援利用援助により障害児支援利用計画が作成された通

所給付決定保護者。（指定障害児相談支援事業者以外の者が障害児支援利用計画案を作成した場合につ

いては継続障害児支援利用援助の対象外となる。） 

 

（３）厚生労働省令で定める期間（モニタリング期間）（則第１条の２の５）の設定 

厚生労働省令で定める期間（モニタリング期間）については、市町村が、指定障害児相談支援事業者

の提案を踏まえて以下の勘案事項及び期間を勘案して、個別の対象者ごとに定める。 

ア 勘案事項 

ａ 障害児の心身の状況 

ｂ 障害児の置かれている環境 

・ 住環境や生活環境の変化、家族の入院、死亡又は出生等による家庭環境の変化、ライフステージ（乳

幼児期から学齢期への移行、学齢期から就労への移行等）の変化の有無 等 

ｃ 総合的な援助の方針（援助の全体目標） 

ｄ 生活全般の解決すべき課題 

ｅ 提供される障害児通所支援の目標及び達成時期 

ｆ 提供される障害児通所支援の種類、内容、量 等 
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イ 期間 

ａ ｂ及びｃに掲げるもの以外の者 → ６月ごと 

ｂ ｃに掲げるもの以外の者であって、次に掲げるもの → １月（毎月）ごと 

(a) 障害児入所施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者 

(b) 同居している家族等の障害、疾病等のため、指定障害児通所支援事業者等との連絡調整を行うこと

が困難である者 

ｃ 通所給付決定又は通所給付決定の変更により障害児通所支援の種類、内容又は量に著しく変動があっ

た者 → １月（毎月）ごと 

（ただし、当該通所給付決定又は通所給付決定の変更に係る障害児通所支援の利用開始日から３月間に

限る。）※ 当該期間はあくまで利用するサービス等に応じて設定した標準期間であることを踏まえ、一

律に標準期間に沿って設定するのではなく、アセスメントにより勘案すべき事項の状況を把握した相談

支援専門員の提案等も十分に踏まえながら標準期間を設定する。 

さらに、標準期間において示した状態像以外であっても、例えば以下のような状態像の障害児や保護

者の場合、頻回なモニタリングを行うことで、より効果的に支援の質を高めることにつながると考えら

れるため、標準よりも短い期間で設定することが望ましい。 

・ 学齢期の長期休暇等により、心身の状態が変化するおそれのある障害児 

・ 就学前の児童の状態や支援方法に関して、不安の軽減・解消を図る必要のある保護者 
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（９）令和３年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 

令和３年２月４日  抜粋 
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指定計画相談支援事業の人員及び運営について 

（10）令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 
 

７ 相談系サービス  

（１）計画相談支援、障害児相談支援  

① 基本報酬及び特定事業所加算の見直し（一部再掲）  

・ 令和３年３月末までの措置とされていた特定事業所加算Ⅱ及びⅣを含め、現行の特定事業所加算に対

応した段階別の基本報酬区分（機能強化型サービス利用支援費・機能強化型継続サービス利用支援

費）を創設する。 

・ これに加えて、相談支援事業所における常勤専従職員の配置を促すため、現行の特定事業所加算Ⅳの

「常勤専従の相談支援専門員を２名以上配置する」という要件を緩和した「２人のうち１人以上が常

勤専従であること」を要件とする基本報酬区分を設ける。（機能強化型サービス利用支援費 

（Ⅳ）・機能強化型継続サービス利用支援費（Ⅳ）) 

・ 複数の事業所の協働による体制の確保や質の向上に向けた取組を評価する観点から、常勤専従の相談

支援専門員１名配置を必須とした上で、地域生活支援拠点等を構成する複数の指定特定相談支援事業

所で人員配置要件が満たされていることや24時間の連絡体制が確保されていることをもって、機能強

化型サービス利用支援費等の算定要件を満たすことを可能にする。 

・ また、人材確保の困難性を踏まえ、他のサービスで認められている従たる事業所の設置を認める。 

・ 主任相談支援専門員の配置については、見直し後の基本報酬のいずれの区分においても、常勤専従の

主任相談支援専門員を１人以上配置していることを別途評価する加算を創設する。 

・ 経営状況等を勘案し、基本報酬を見直す。 

≪主任相談支援専門員配置加算【新設】≫                   100単位／月 

主任相談支援専門員を事業所に配置した上で、事業所の従業者に対し当該主任相談支援専門員がその資質

の向上のために研修を実施した場合に加算する。 

≪特定事業所加算【廃止】≫⇒≪機能強化型サービス利用支援費【新設】≫ 

［現 行］ 

（１）特定事業所加算Ⅰ                          500単位／月 

（算定要件） 

イ 常勤かつ専従の相談支援専門員を４名以上配置し、かつ、そのうち１名以上が主任相談支援専門員であ

ること。 

ロ 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に

開催すること。 

ハ 24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。 

ニ 指定特定相談支援事業所の新規に採用した全ての相談支援専門員に対し主任相談支援専門員の同行によ
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る研修を実施していること。 

ホ 基幹相談支援センター等から支援が困難な事例を紹介された場合においても、計画相談支援等を提供し

ていること。 

ヘ 基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。 

ト 指定特定相談支援事業所において指定サービス利用支援又は継続サービス利用支援を提供する件数（指

定障害児相談支援事業者の指定を併せて受け、一体的に運営されている場合は、指定障害児相談支援の

利用者を含む。）が１月間において相談支援専門員１人当たり40件未満であること。 

 

（２）特定事業所加算（Ⅱ）                         400単位／月 

（算定要件） 

イ 常勤かつ専従の相談支援専門員を４名以上配置し、かつ、そのうち１名以上が相談支援従事者現任研修

を修了していること。 

ロ 特定事業所加算（Ⅰ）のロ、ハ、ホ、ヘ、トの要件を満たすこと。 

ハ 指定特定相談支援事業所の新規に採用した全ての相談支援専門員に対し、相談支援従事者現任研修を修

了した相談支援専門員の同行による研修を実施していること。 

 

（３）特定事業所加算（Ⅲ）                         300単位／月 

（算定要件） 

イ 常勤かつ専従の相談支援専門員を３名以上配置し、かつ、そのうち１名以上が相談支援従事者現任研修

を修了していること。 

ロ 特定事業所加算（Ⅰ）のロ、ハ、ホ、ヘ、トの要件を満たすこと。 

ハ 特定事業所加算（Ⅱ）のハの要件を満たすこと。 

 

（４）特定事業所加算（Ⅳ）                         150単位／月 

（算定要件） 

イ 常勤かつ専従の相談支援専門員を２名以上配置し、かつ、そのうち１名以上が相談支援従事者現任研修

を修了していること。 

ロ 特定事業所加算（Ⅰ）のロ、ホ、ヘ、トの要件を満たすこと。 

ハ 特定事業所加算（Ⅱ）のハの要件を満たすこと。 

 

［見直し後］ 

（１）機能強化型サービス利用支援費（Ⅰ）                 1,864単位／月 

（算定要件） 

現行の特定事業所加算（Ⅱ）の要件を満たすこと 
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※ 常勤専従の相談支援専門員１名配置を必須とした上で、地域生活支援拠点等を構成する複数の指定特

定相談支援事業所で人員配置要件が満たされていることや24時間の連絡体制が確保されていることを

もって算定要件を満たすことを可能にする。（以下、機能強化型サービス利用支援費（Ⅱ）及び機能

強化型サービス利用支援費（Ⅲ）について同じ。） 

 

（２）機能強化型サービス利用支援費（Ⅱ）                 1,764単位／月 

（算定要件） 

現行の特定事業所加算（Ⅲ）の要件を満たすこと。 

 

（３）機能強化型サービス利用支援費（Ⅲ）                 1,672単位／月 

（算定要件） 

現行の特定事業所加算（Ⅳ）の要件を満たすこと。 

 

（４）機能強化型サービス利用支援（Ⅳ）                  1,622単位／月 

（算定要件） 

イ 専従の相談支援専門員を２名以上配置し、かつ、そのうち１名以上が常勤専従かつ相談支援従事者現

任研修を修了していること。 

ロ 現行の特定事業所加算（Ⅰ）のロ、ホ、ヘ、トの要件を満たすこと。 

ハ 現行の特定事業所加算（Ⅱ）のハの要件を満たすこと。 

※ 機能強化型継続サービス利用支援費並びに機能強化型障害児支援利用援助費及び機能強化型継続障害児

支援利用援助費についても同様の算定要件。 

 

② サービス等利用計画の策定時における相談支援業務の評価  

・ 障害福祉サービスの利用申請から支給決定、サービスの利用開始（サービス等利用計画の策定）までの

期間内に一定の要件を満たす相談支援の提供を行った場合について、初回加算において更に評価する。 

 

≪初回加算の見直し≫ 

［現 行］ 

初回加算                         300単位／月（計画相談） 

500単位／月（障害児相談） 

［見直し後］ 

初回加算                         300単位／月（計画相談）※ 

500単位／月（障害児相談）※ 

※ 従前から、新規に計画作成を行った場合に初回加算が算定されていたが、これに加えて 
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・指定計画相談支援の利用に係る契約をした日の属する月からサービス等利用計画案を利用者に交付し

た日の属する月までの期間が３か月を超える場合であって 

・４か月目以降に月２回以上、利用者の居宅等（障害児の場合は居宅に限る。）に訪問し利用者及びそ

の家族と面接を行った場合は、上記の要件を満たす月について、その月分の初回加算に相当する額を

加えた額の初回加算を算定 

 

③ 計画決定月及びモニタリング対象月以外における相談支援業務の評価  

・ サービス利用中であって、計画決定月及びモニタリング対象月以外の月に以下のいずれかの要件を満

たす支援を行った場合に評価するための加算を創設する。 

≪集中支援加算【新設】≫                   300単位／月 

① 障害福祉サービスの利用に関して、利用者等の求めに応じ、利用者の居宅等（障害児の場合は居宅に限

る。）を訪問し、利用者及び家族との面接を月に２回以上実施した場合 

② 利用者本人及び障害福祉サービス事業者等が参加するサービス担当者会議を開催した場合 

③ 障害福祉サービスの利用に関連して、病院、企業、保育所、特別支援学校又は地方自治体等からの求め

に応じ、当該機関の主催する会議へ参加した場合 

 

④ 他機関へのつなぎのための相談支援業務の評価  

・ サービス終了前後に、以下の要件に基づく他機関へのつなぎの支援を行った場合に評価するため、居宅

介護支援事業所等連携加算を見直すとともに、障害児相談支援に保育・教育等移行支援加算を創設する 

≪居宅介護支援事業所等連携加算の見直し、保育・教育等移行支援加算の創設≫ 

［現 行］ 

居宅介護支援事業所等連携加算               100単位／月 

 

 

［見直し後］ 

（計画相談） 

居宅介護支援事業所等連携加算                300単位／月（①、②） 

100単位／月（③） 

（障害児相談） 

保育・教育等移行支援加算                  300単位／月（①、②） 

100単位／月（③） 

・ 介護保険の居宅介護支援事業者等への引継に一定期間を要する者、又は、就学、進学、就職等に伴い障

害福祉サービスの利用を終了する者であって保育所、特別支援学校、企業又は障害者就業・生活支援セ
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ンター等との引継に一定期間を要するものに対し、次の①～③のいずれかの業務を行った場合に加算 

① 当該月に２回以上、利用者の居宅等（障害児の場合は居宅に限る。）に訪問し利用者及びその家族と面

接を行った場合 

② 他機関の主催する利用者の支援内容の検討に関する会議に参加した場合 

③ 他機関との連携に当たり、利用者の心身の状況等に関する情報提供を文書により実施した場合（この目

的のために作成した文書に限る。） 

※ 算定回数について、障害福祉サービスの利用中は２回、利用終了後（６か月以内）は月１回を限度と

する。 

⑤ 事務負担の軽減及び適切なモニタリング頻度の決定の推進  

・ 加算の算定要件となる業務の挙証書類については、基準省令で定める記録（相談支援台帳等）等に記

載、保管することで足りることとする。 

・ 利用者の生活の維持・向上のための適切なモニタリング頻度を担保するため、以下のとおり対応する。 

➢ 利用者の個別性も踏まえてモニタリング頻度の決定を行う旨や、モニタリング期間の変更をする

際の手続きを再度周知する。 

➢ 利用者の個別の状況によってモ二タリング頻度を短くする必要がある場合を例示する。 

➢ モニタリング対象月以外における相談支援業務の評価（前述③）については、緊急的、臨時的な

取扱いであることを明示し、頻回に算定が必要な利用者については、モニタリング頻度を改めて

検証する必要があることを明示する。 

  

⑥ ピアサポートの専門性の評価（再掲） 
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（11―１）令和３年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ 

 VOL.１（令和３年３月 31 日）抜粋 

 

１．障害福祉サービス等における共通的事項 

（１）加算等の届出 

（加算等の届出） 

問１ 加算に係る届出については、毎月 15 日までに行わなければ翌月から算定できないが、 

制度改正の影響により届出が間に合わなかった場合の特例はあるのか。また、「介護給付費 

等の算定に係る体制等状況一覧表」についても、特例の措置はあるのか。 

（答） 

令和３年４月１日から加算等の対象となるサービス提供が適切になされているにも関わらず、届出が間に

合わないといった場合については、令和３年４月中に届出が受理された場合に限り、４月１日に遡って、加

算を算定できる取扱いとする。 

また、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」を４月中に提出された場合も、４月１日に遡って

適用する。なお、具体的な届出日については、各都道府県国保連合会と調整の上、各都道府県による柔軟な

設定を行って差し支えない。 

※ 本特例は令和３年４月１日から施行される制度に関する事項に限定されるものであり、従来から継続して

実施されているものについてはこの限りではない。 

 

(２) 障害福祉サービス等における横断的事項 

（ピアサポート体制加算、ピアサポート実施加算・経過措置①） 

問４ 令和６年３月 31 日までの経過措置として「都道府県知事又は市町村長が認める研修」 

については、どのような研修が該当すると考えられるか。 

（答） 

「都道府県知事又は市町村長が認める研修」については、都道府県又は市町村が事業所から提出される体制

届に添付される研修の実施要綱等により研修の目的やカリキュラム等を確認した上で、都道府県又は市町村

がピアサポーターの養成を目的とした研修であると認める研修が該当する。 

なお、研修の時間数の下限等については一律に定めるものではないが、単なるピアサポーターに関する講

演については認められないこと。また、自治体や民間団体が実施するピアサポーターの養成を目的とした研

修の例は、以下を参照されたい。（対象として認められる研修は以下に限定されるものではなく、研修の実

施要綱等により、研修の目的やカリキュラム等を確認の上、個別に判断すること。） 
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（参考１）自治体が実施するピアサポーターを養成することを目的とした研修の例 

・精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事業において実施したピアサポーター 

養成研修（都道府県、指定都市、中核市） 

・精神障害者関係従事者養成研修事業における精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修 

において実施したピアサポーター養成研修（都道府県） 

 

（参考２）厚生労働科学研究において実施したピアサポーターを養成することを目的とした研修 

・「障害者ピアサポートの専門性を高めるための研修に関する研究」において実施したピアサ 

ポーター養成研修 

・「障害者ピアサポートの専門性を高めるための研修に係る講師を担える人材の養成及び普及 

のための研究」において実施した講師・FT（ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ）養成研修又はピアサポーター養成研修 

（参考３）民間団体が実施するピアサポーターを養成することを目的とした研修の例 

・一般社団法人日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構が実施するピアサポーター養成研修 

・全国自立センター協議会が実施するピアカウンセリング講座（集中講座・長期講座等） 等 

 

（ピアサポート体制加算、ピアサポート実施加算・経過措置②） 

問５ 令和６年３月 31 日までの経過措置として「都道府県知事又は市町村長が認める研修」 

を受講した障害者等についても、経過措置期間経過後に加算を算定するためには、地域生 

活支援事業の「障害者ピアサポート研修」における基礎研修及び専門研修を修了する必要 

があるか。 

（答） 

経過措置期間経過後に引き続き加算を算定するためには、経過措置期間中に地域生活支援事業の「障害者ピ

アサポート研修」における基礎研修及び専門研修を修了する必要がある。 

 

（ピアサポート体制加算、ピアサポート実施加算・経過措置③） 

問６ ピアサポート体制加算の算定要件を満たすピアサポーター等を配置している事業所であ 

る旨を公表することについて、ピアサポーターから同意が得られない場合の加算の算定の 

取扱如何。 

（答） 

ピアサポーターの配置については、ピアサポートによる支援を希望する者に対して事業所選択の重要な情報

として知ってもらうために公表することをピアサポート体制加算の算定要件としているものであるが、公表

の趣旨を障害特性に配慮しつつ丁寧に説明を行った上で、ピアサポーターから同意が得られない場合におい

ては、公表していない場合であっても、個々に利用者や利用申込者に対してピアサポーターを配置している

旨を説明することを前提とした上で算定することとして差し支えない。 
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（ピアサポート体制加算、ピアサポート実施加算・障害種別） 

問７ ピアサポート体制加算について、当事者の障害種別と事業所が対象とする主たる障害種 

別が一致していない場合も算定することが可能か。 

（答） 

算定することが可能である。 
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（１１－２）令和３年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ  

VOL.２  （令和３年４月８日）抜粋 
 

２．相談系サービス 

（１）相談系サービスにおける共通的事項 

（加算共通①） 

問27 加算が複数創設されているが、既存の加算と支援の内容が重複する場合、どのように 

算定したらよいのか。 

（答） 

以下に記載する例のとおり、同一の支援業務においては複数の加算を算定することはできないため、 

いずれかの加算を選択し請求を行う必要がある。 

① 居宅介護支援事業所等連携加算における「情報提供」及び「会議参加」と入院時情報連携加算 

② 居宅介護支援事業所連携加算における「会議参加」と退院・退所加算 

③ 集中支援加算における「会議参加」と入院時情報連携加算（Ⅰ）及び退院・退所加算 

 

（加算共通②） 

問28 記録の作成が必要な加算についてはどのように記録したら良いか。また、加算の算定要 

件となる業務の挙証書類については、基準省令で定める記録（相談支援台帳等）等に記載、保管する

ことで足りることとされたが、具体的にどのような記載事項を想定しているのか。 

（答） 

各加算（体制を評価するものを除く）の算定を挙証するためには、該当する支援について、以下の表に掲

げる事項を含む記録の作成が必要である。 

これらは、基準省令第 30 条第 2 項に定める記録に必要事項の記載がある場合、別途重ねて記録を作成

する必要はない。ただし、実地指導等において市町村等から求めがあった場合には直ちに提示できるよう整

理し保管すること。 

なお、個々の利用者ごとに相談支援を提供した都度作成する支援経過等の記録や会議録が基準省令第 30 

条第 2 項に定める記録に含まれるものとして一体的に管理・保存されている場合、当該記録や会議録を含め

て当該基準省令に定める記録として取り扱うことができる。 

例えば、関係機関が主催する利用者の支援の方向性を検討する会議に参加し、その会議録を当該基準省令

に定める記録の一部として一体的に管理・保存した場合、集中支援加算（会議参加）を算定する場合であっ

ても、別途加算を挙証するための記録を作成することは不要である。ただし、他機関が作成した会議録等を

受領し、そのまま自事業所の記録へ転用することは適切でなく、加えて少なくとも自事業所の記録様式に自

らの所見（考察）等を記録することが必要である。 

 
平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定に関する Q＆A（平成 30 年３月 30 日障害福祉課事務連絡）の

別添資料２は廃止する。 
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加算名 記録に記載する事項 

【利用者及び家族への面接に係る加算】 

初回加算（重ねて算定する場合） 

集中支援加算（訪問） 

居宅介護事業所等連携加算（訪問） 

保育・教育等移行支援加算（訪問） 

・利用者氏名 

・担当相談支援専門員氏名 

・面接を行った年月日、場所及び開始時刻・終了時刻 

・面接の内容 

入院時情報連携加算（Ⅰ） ・利用者氏名 

・担当相談支援専門員氏名 

・機関名、対応者氏名 

・開催年月日、場所及び開始時刻、終了時刻 

・情報共有や情報提供等の概要 

退院・退所加算 

医療・保育・教育連携加算 

・利用者氏名 

・担当相談支援専門員氏名 

・機関名 

・対応者氏名 

・開催年月日、場所及び開始時刻、終了時刻 

・情報交換等の内容、情報交換の結果からサービス等利用計

画に反映されるべき事項 

【会議の開催、参加に係る加算】 

集中支援加算（会議開催、会議参加） 

居宅介護事業所等連携加算（会議参加） 

サービス担当者会議実施加算 

地域体制強化共同支援加算 

保育・教育等移行支援加算（会議参加） 

・利用者氏名 

・担当相談支援専門員氏名 

・開催年月日、場所、開始時刻・終了時刻及び出席者 

（氏名、所属・職種） 

・検討内容の概要※（例：支援の経過、支援上の課題、課題

への対応策） 

※検討事項等に係る詳細については留意事項通知のとおり。 

サービス提供時モニタリング加算 ・利用者氏名 

・担当相談支援専門員氏名 

・訪問した機関名、場所及び対応者氏名 

・訪問年月日、開始時刻、終了時刻 

・確認した障害福祉サービスにおけるサービスの提供状況 

・サービス提供時の利用者の状況 

・その他必要な事項 

 

（加算共通③） 

問 29 体制を評価する加算（主任相談支援専門員配置加算、行動障害支援体制加算、要医療 

児者支援体制加算、精神障害者支援体制加算、ピアサポート体制加算）を算定するため 

にはどのような手続きが必要か。 
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（答） 

体制を評価する加算を算定するに当たっては事前に文書により届け出ることが必要である。届出に当たっ

ての文書及び入院時情報提供書については、標準様式を参考とされたい。 

 

（加算共通④） 

問 30 令和３年度の報酬改定で創設された加算の中で、基本報酬を算定していない月でも請 

求可能な加算はあるか。 

（答） 

以下の加算については、基本報酬を算定しない月にのみ算定可能である。 

①集中支援加算 

②居宅介護支援事業所等連携加算、保育・教育等移行支援加算における「訪問」及び「会議参加」 

 

（基本報酬（複数事業所による協働体制）） 

問31 地域生活支援拠点等を構成する複数の指定特定相談支援事業所による協働体制が確保さ 

れている場合、機能強化型（継続）サービス利用支援費を算定できるとされているが、具 

体的にどのような場合に算定できるのか。 

（答） 

留意事項通知で示しているとおり、協働体制を確保する事業所間において協定を締結していること、協働

体制を維持できているかについて協定を締結した事業所間において定期的（月１回）に確認が実施されてい

ること等の体制が確保されていることが必要になる。 

なお、協働体制を確保する事業所間においては、人員配置要件や 24 時間の連絡体制確保要件について、

複数の事業所で要件を満たすことを可能としているが、特定の事業所に対して過重な負担とならないようあ

らかじめ事業所間で十分協議を行い、役割分担を明示した協定を締結し、かつ、具体的な業務内容の分担を

行っておくことが重要である。 

（※障害児相談支援についても同様） 

 

（基本報酬） 

問 32 協働体制を確保すべき事業所間で締結すべき協定の事項は何か。 

（答） 

少なくとも以下に示す事項を含む協定を締結することが必要である。 

協定の締結年月日、協定を締結する事業所名、協定の目的、協働により確保する体制の内容、協働体制が

維持されていることの確認方法、協働する事業所の義務、協定が無効や解除となる場合の事由や措置、秘密

保持、協定の有効期間。 
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（居宅介護支援事業所等連携加算） 

問 33 「居宅介護支援事業所等連携加算」における障害福祉サービスの利用終了後６月の算定に 

ついて、サービスの利用終了後に対象の支援を実施した場合はどのように算定するのか。 

（答） 

厚生労働省令（第 34 条の 54）において支給期間は、サービス利用支援を実施する月から支給決定障害

者等に係る支給決定の有効期間又は地域相談支援給付決定障害者に係る地域相談支援給付決定の有効期間の

うち最も長いものの終期の月までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間とされている。 

このため、以下に示す方法により算定すること。 

（ⅰ）支給決定期間とサービスの利用終了月が同一の場合 

サービス利用終了から起算して６月の範囲内で支援が終了した後に支給決定期間の終期月分として改

めて請求すること。 

 

 

 

（ⅱ）支給決定の有効期間内にサービスを受ける必要がなくなった（サービスの利用を終了した）場合 

支給決定の有効期間内の支援として通常のとおり請求すること。 
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（ⅰ）の場合、①居宅等を訪問し、面接を行った場合、②居宅介護支援事業所等が開催する会議に参加した

場合については、原則として終期月に実施することとされている継続サービス利用支援と同月の請求と

なることから、国保連合会での一次審査のチェックは警告として市町村審査の対象となるため、市町村

においては適正な請求であるか確認の上支給すること。 

（ⅱ）の場合において、サービスの利用終了に伴い、支給決定の取消しを行った場合※については、（ⅰ）

と同様の方法によって請求を行うこと。 

「保育・教育等移行支援加算」についても算定方法及び審査方法の取扱いは同様である。 

 

（初回加算） 

問 34 初回加算の算定月から、前６月において居宅介護支援事業所等連携加算を算定している場合は、

初回加算を算定できないとされているが、具体的にはどのような場合か。 

（答） 

以下の図のとおり、居宅介護支援事業所等連携加算を取得した場合は、加算を取得した最終月から６月経

過するまでは、初回加算を取得できないという趣旨である。 

 

 

 

 

 

※障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律【一部抜粋】  

（支給決定の取消し）  

第 25 条 支給決定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該支給決定を取り消すことができる。  

一 支給決定に係る障害者等が、第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等及び第 三十条第一

項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスを受ける必要がなくなったと認める とき。 
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（居宅介護支援事業所等連携加算、保育・教育等移行支援加算、集中支援加算） 

問 35 居宅介護支援事業所等連携加算、保育・教育等移行支援加算、集中支援加算の連携先は 

どこまで含まれるのか。 

（答）それぞれ、主な連携先は以下を想定している。 

加算名 連携（つなぎ）先 

居宅介護支援事業 所等連携加算 

（介護保険への移行、進 学、企

業等への就職によ る障害福祉サ

ービス利用 終了時） 

指定居宅介護支援事業所、指定居宅介護予防支援事業 所、保育所、

幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、 高等学校、専修学校、大

学、特別支援学校、企業及び障 害者就業・生活支援センター 

保育・教育等移行支 援加算  

（進学、企業等への就職 による

障害児通所支援利 用終了時） 

保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、高等 学校、専修

学校、大学、特別支援学校、企業及び障害者 就業・生活支援センタ

ー 

集中支援加算 障害福祉サービス事業者、一般相談支援事業者、障害児 通所支援事

業者、障害児入所支援施設、指定発達支援医 療機関、病院、企業、

保育所、幼稚園、小学校、認定こ ども園、中学校、高等学校、専修

学校、大学、特別支援 学校、公的な支援機関や他法他施策に基づく

支援機関 （※）及び地方自治体 （※）公的な支援機関や他法他施策

に基づく支援機関の例 保護観察所、公共職業安定所、保健センタ

ー、地域包括支援センター、 利用者支援事業、自立相談支援機関、

包括的相談支援事業、多機関協 働事業、居住支援法人、精神保健福

祉センター、保健所、更生相談所、 児童相談所、発達障害者支援セ

ンター、高次脳機能障害者支援センタ ー、難病相談支援センター、

地域生活定着支援センター、子ども家庭 支援センター、配偶者暴力

相談支援センター、女性センター 

 

（集中支援加算） 

問 36 「集中支援加算」と「サービス担当者会議実施加算」におけるサービス担当者会議の要件は 

それぞれどのように異なるのか。 

（答） 

「集中支援加算」の算定に係るサービス担当者会議については、臨時的な会議開催の必要性が生じた状況

のもと、利用者に利用するサービスに対する意向等を確認し、かつ、支援の方向性や支援の内容を検討する

ことを円滑に行う必要があることから、利用者や家族の会議への参加を算定の要件としている。 

一方、「サービス担当者会議実施加算」は、モニタリングに際してサービス担当者会議を開催した場合に

算定が可能である。モニタリングでは利用者との居宅等での面接を含め、別途利用者と接し、利用者の状況

や解決すべき課題の変化を把握する機会があること等から利用者の会議出席を必須とはしていないものの、

本人及びその家族の意向を丁寧に反映させる観点から、可能な限り参加を求めることが望ましい。 



 

108 

 

（居宅介護事業所等連携加算、保育・教育等移行支援加算） 

問 37 「居宅介護支援事業所等連携加算」、「保育・教育等移行支援加算」の算定に当たって「情報提

供」を行う場合の「心身の状況等」（計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報）とは具体的に何

か。 

（答） 

「居宅介護支援事業所等連携加算」等の対象として「情報提供」を行う場合の「心身の状況等」とは、

「入院時情報連携加算」において具体的に掲げた内容（※）等の情報提供を指す。 

（※）当該利用者の心身の状況（例えば、障害の程度や特性、疾患・病歴の有無など）、生活環境（例え

ば、家族構成、生活歴など）、日常生活における本人の支援の有無やその具体的状況及びサービスの利

用状況 

 

（モニタリング） 

問 38 モニタリング標準期間について、利用者の状況に応じて標準以外の期間を設定してもよいか。 

（答） 

施行規則で示すモニタリング標準期間は、従前どおりあくまで市町村が決定する際の勘案事項であるた

め、利用者の状態等に応じて、標準期間が６月に１回のところを３月に１回としても差し支えない。 

例えば、本人の特性、生活環境、家庭環境等などにより、以下のような利用者の場合、頻回なモニタリン

グを行うことで、より効果的に支援の質を高めることにつながると考えられるため、標準よりも短い期間で

設定することが望ましい。 

（具体例） 

・生活習慣等を改善するための集中的な支援の提供後、引き続き一定の支援が必要である者 

・利用する指定障害福祉サービス事業者の頻繁な変更やそのおそれのある者 

・その他障害福祉サービス等を安定的に利用することに課題のある者 

・障害福祉サービス等と医療機関等との連携が必要な者 

・複数の障害福祉サービス等を利用している者 

・家族や地域住民等との関係が不安定な者 

・学齢期の長期休暇等により、心身の状態が変化するおそれのある者 

・就学前の児童の状態や支援方法に関して、不安の軽減・解消を図る必要のある保護者 

また、下記に掲げる者は、上記の状況に該当する場合が多いと考えられるため、モニタリング期間の設定

に当たっては、特に留意して検討すること。 

・単身者（単身生活を開始した者、開始しようとする者） 

・複合的な課題を抱えた世帯に属する者 

・医療観察法対象者 

・犯罪をした者等（矯正施設退所者、起訴猶予又は執行猶予となった者等） 
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・医療的ケア児 

・強度行動障害児者 

・被虐待者又は、そのおそれのある者（養護者の障害理解の不足、介護疲れが見られる、養護者自身が支援

を要する者、キーパーソンの不在や体調不良、死亡等の変化等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

110 

 

（１１－３）令和３年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ  

VOL.３  （令和３年４月16日）抜粋 

 

１．障害福祉サービス等における共通的事項 

（１）障害福祉サービス等における横断的事項 

 

（ピアサポート体制加算、ピアサポート実施加算・経過措置④） 

問１ 「都道府県知事又は市町村が認める研修」を修了した旨の確認について具体的にどのような 

書類により確認することが考えられるか。 

（答） 

研修を修了した旨の確認については、原則として修了証書により確認することとしているが、当該書類が

ない場合においては、研修の受講者名簿や研修を実施した団体が発行する受講証明書等により確認すること

が考えられる。 

なお、研修の内容については、研修の実施要綱等により、その目的やカリキュラム等を確認することが必

要である。 
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（１１－４）令和３年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ 

 VOL.5  （令和３年6月29日）抜粋 

 

（１）障害福祉サービス等における横断的事項 

 

（電磁的記録） 

問１ 「電磁的記録」とはそもそもどのようなものを指すのか。 

（答） 

「電磁的記録」とは、電子計算機（パソコン、スマートフォン、タブレット等）による情報処理の用に供

されるものをいう。 

 

（電磁的記録による保存） 

問２ 電磁的記録による保存について、「作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に 

備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法」とは 

具体的にどのような方法をいうのか。 

（答） 

電磁的記録による保存とは、①電子情報処理組織（ネットワークとそれに接続された電子計算機、すなわ

ち、ネットワークに接続されている状態のパソコン、スマートフォン、タブレット等をいう。）を使って作

成された電磁的記録を保存する方法、又は②作成された電磁的記録をフロッピーディスク、ミニディスク、

シー・ディー・ロムなどに保存する方法をいう。 

 

（電磁的方法による交付①） 

問３ 電磁的方法による交付について、①「事業者等の使用に係る電子計算機と利用申込者の使用に 

係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に 

備えられたファイルに記録する方法」及び②「事業者等の使用に係る電子計算機に備えられた 

ファイルに記録された基準第５条第１項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者 

又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに 

当該重要事項を記録する方法」の具体例を教えてほしい。 

（答） 

①の具体例としては、電子メールなどで、相手のパソコン等のフォルダに電磁的記録を送信する方法が、

②の具体例としては、事業者等が自分のホームページに電磁的記録を掲載し、それを利用申込者又はその家

族がダウンロードできる状態に置く方法がそれぞれ想定される。 
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（電磁的方法による交付②） 

問４ 電磁的方法による交付の方法のうち、「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準 

ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに」 

「重要事項を記録したものを交付する方法」について、「その他これらに準ずる方法により一定 

の事項を確実に記録しておくことができる物」とは具体的にどのようなものを指すのか。 

（答） 

「その他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」としては、ＤＶＤ

やブルー・レイ・ディスク等の光学ディスク等が想定される。 

 

（電磁的方法による交付③） 

問５ 電磁的方法による交付の方法は「利用申込者がファイルへの記録を出力することによる文書を 

作成することができるものでなければならない」とあるが、どのような趣旨か。 

（答） 

利用申込者に交付した電磁的記録については、当該利用申込者が、紙にプリントアウトすることが可能な

状態でなければならないという趣旨である。 

 

（電磁的方法による交付④） 

問６ 電磁的方法による交付を行うに当たって事前に利用申込者等に対して承諾を得る必要がある事項 

のうち、「ファイルへの記録の方式」については、例えばテキストファイルやドキュメントファ 

イル、ＰＤＦファイルなど、どのファイル形式で記録するかを指すという理解で良いか。 

（答） 

お見込みのとおり。 

 

（電磁的方法による同意） 

問７ 電磁的方法による同意について、参考資料として「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月 19 日 

内閣府・法務省・経済産業省）」が挙げられているが、具体的にどのような点で参考になるのか。 

（答） 

文書の成立の真正を証明する手段等について記載されているので、参考にされたい。 
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（１１－５）押印についてのＱ＆Ａ  
 

 

 

 

令和２年６月 19 日  

内 閣 府  

法 務 省  

経済産業 省 

 

 

 

 

 

・ 次のような様々な立証手段を確保しておき、それを利用することが考えられる。 

① 継続的な取引関係がある場合 

➢ 取引先とのメールのメールアドレス・本文及び日時等、送受信記録の保存（請求書、納品

書、検収書、領収書、確認書等）は、このような方法の保存のみでも、文書の成立の真正が

認められる重要な一事情になり得ると考えられる。 

② 新規に取引関係に入る場合 

➢ 契約締結前段階での本人確認情報（氏名・住所等及びその根拠資料としての運転免許証な

ど）の記録・保存 

➢ 本人確認情報の入手過程（郵送受付やメールでの PDF 送付）の記録・保存 

➢ 文書や契約の成立過程（メールや SNS 上のやり取り）の保存 

③ 電子署名や電子認証サービスの活用（利用時のログイン ID・日時や認証結果などを記録・保存で

きるサービスを含む。） 

・ 上記①、②については、文書の成立の真正が争われた場合であっても、例えば下記の方法により、

その立証が更に容易になり得ると考えられる。また、こういった方法は技術進歩により更に多様化し

ていくことが想定される。 

（a) メールにより契約を締結することを事前に合意した場合の当該合意の保存 

（b) PDF にパスワードを設定 

（c) (b)の PDF をメールで送付する際、パスワードを携帯電話等の別経路で伝達 

（d) 複数者宛のメール送信（担当者に加え、法務担当部長や取締役等の決裁権者を宛先に含める等） 

（e) PDF を含む送信メール及びその送受信記録の長期保存 

問６． 文書の成立の真正を証明する手段を確保するために、どのようなものが考えられる

か。 
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 高齢福祉部 介護保険課 | 世田谷区ホームページ (setagaya.lg.jp)より 

https://www.city.setagaya.lg.jp/soshiki/7113/7121/
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（１３）介護保険 要介護度状態区分の目安と利用できる在宅サービスの目安 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省 HP「要介護状態区分別の状態像」より 
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介
護
度 

ご本人の状態 利用できる在宅サービスの目安 

要
支
援
１ 

・居室の掃除や身のまわりの世話の一部に何らかの介助

（見守りや手助け）を必要とする。 

・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何ら

かの支えを必要とすることがある。 

・排泄や食事はほとんど自分ひとりでできる。 

週２～3 回のサービス 

・週 1 回の訪問型サービス（ヘルパー

等） 

・通所型サービス（デイサービス等） 

・月 2 回の短期入所 

要
支
援
２ 

・身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話に何ら

かの介助（見守りや手助け）を必要とする。 

・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何ら

かの支えを必要とする。 

・歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支

えを必要とすることがある。 

・排泄や食事はほとんど自分ひとりでできる。 

週３～4 回のサービス 

・週 2 回の訪問型サービス（ヘルパー

等） 

・通所型サービス（デイサービス等） 

・月 2 回の短期入所 

・福祉用具貸与（歩行補助杖） 

要
介
護
１ 

・身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話に何ら

かの介助（見守りや手助け）を必要とする。 

・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何ら

かの支えを必要とする。 

・歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支

えを必要とすることがある。 

・排泄や食事はほとんど自分ひとりでできる。 

問題行動や理解低下がみられることがある。 

1 日 1 回程度のサービス 

・週 3 回の訪問介護 

・週 1 回の訪問看護 

・週 2 回の通所系サービス 

・3 ヶ月に 1 週間程度の短期入所 

・福祉用具貸与（歩行用杖） 

要
介
護
２ 

・身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話の全般

に何らかの介助（見守りや手助け）を必要とする。 

・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何ら

かの支えを必要とする。 

・歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支

えを必要とする。 

・排泄や食事に何らかの介助（見守りや手助け）を必要と

することがある。 

・問題行動や理解低下がみられることがある。 

1 日 1～2 回程度のサービス 

・週 3 回の訪問介護 

・週 1 回の訪問看護 

・週 3 回の通所系サービス 

・3 ヶ月に 1 週間程度の短期入所 

・福祉用具貸与（認知症老人徘徊感知機

器） 



 

122 

 

要
介
護
３ 

・身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話が自分

ひとりでできない。 

・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作が自分

ひとりでできない。 

・歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分ででき

ないことがある。 

・排泄が自分ひとりでできない。 

・いくつかの問題行動や全般的な理解の低下がみられるこ

とがある。 

1 日 2 回程度のサービス 

・週 2 回の訪問介護 

・週 1 回の訪問看護 

・週 3 回の通所系サービス 

・毎日 1 回、夜間の巡回型訪問介護 

・2 ヶ月に 1 週間程度の短期入所 

・福祉用具貸与（車椅子、特殊寝台） 

要
介
護
４ 

・身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話がほと

んどできない。 

・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほと

んどできない。 

・歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分ひとり

ではできない。 

・排泄がほとんどできない。 

・多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることが

ある。 

1 日 2～3 回程度のサービス 

・週 6 回の訪問介護 

・週 2 回の訪問看護 

・週 1 回の通所系サービス 

・毎日 1 回夜間対応型訪問介護 

・2 ヶ月に 1 週間程度の短期入所 

・福祉用具貸与（車椅子、特殊寝台） 

要
介
護
５ 

・身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話ができ

ない。 

・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作ができ

ない。 

・歩行や両足での立位保持などの移動の動作ができない。 

・排泄や食事ができない。 

・多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることが

ある。 

1 日 3～4 回程度のサービス 

・週 5 回の訪問介護 

・週 2 回の訪問看護 

・週 1 回の通所系サービス 

・毎日 2 回（早朝・夜間）の夜間対応

型訪問介護 

・1 ヶ月に 1 週間程度の短期入所 

・福祉用具貸与（特殊寝台、エアーマッ

トなど） 
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（14） 受給者証について 

 

利用計画案の提出後、区保健福祉課での審査を経て支給決定されれば、受給者証が交付されます。受給

者証の写しは、本人からもらうか、あるいは区保健福祉課からもらいます。すぐに次の点を確認しましょ

う。 

 

 

 

世田谷区では、障害福祉サービス受給者証は「青色」、移動支援受給者証は「緑色」、児童通所受給者証は

「ピンク色」、地域相談支援受給者証は「オレンジ色」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

☞「計画相談支援給付費」支給期間の開始日を確認する。 

☞「モニタリング期間」を確認する（例：当初 3 ヶ月・以降 6 か月ごと…等） 

○障害福祉サービスを受ける必要がある場合は、各

総合支所保健福祉課に支給申請が必要です。 

○障害児は保護者が支給決定を受けます。 

○認定有効期間は原則 3年 

（市町村審査会の意見に基づいて3ヶ月以上3

年未満の範囲で決定されます。） 

○訓練等給付費の支給決定

がある場合に記載される 

○支給決定期間は、 

居宅介護等は 1年以内、 

生活介護・療養介護は 3年以内などサ

ービスごとに目安がある 
○障害種別は 

1身体障害 

２知的障害 

３精神障害 
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○暫定支給決定期間が含まれる場合は、 

「支給決定機関のうち〇日から〇日までは

暫定支給決定期間とする」 

と記載される 

○訓練等給付の支給決定がある場合に

記載されます。 

◆障害福祉サービス受給者証では、訓練等給付サービス

を行う通所事業所の考え方を踏まえて、サービス支給期

間を 1 年間としながら、暫定支給決定期間を別に設定

し、記載している場合もあります。 

○
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費

（
家
賃
補
助
）
の
支
給
対
象
者

は
、
決
定
し
た
支
給
額
が
記
載

さ
れ
ま
す
。 

○
利
用
者
負
担
上
限
額
管

理
対
象
者
の
場
合
は
、
届
け

出
の
あ
っ
た
事
業
者
名
が

記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。 

○計画相談支援給付費の支給を行う場合は、

支給期間、事業者名（例：○○相談支援事業

所）、モニタリング期間（例：6月ごと）が記

載されます。 

○支給決定した障害福祉サービスの種類に

応じて決定した負担上限額等が記載されま

す。 

○食事提供体制加算対象者は、「該当」また

は「非該当」で記載されます。 
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◆相談支援事業者は、利用者から障害福祉サービス受給者証の提示を受け、利用者の受給資格と各サー

ビスの支給決定量、計画相談支援給付費の支給内容を確認します。 

◆特に、計画相談支援の支給期間やモニタリング期間、毎月ごとのモニタリングについて、しっかりと確

認します。「サービス利用支援」は、利用計画（利用計画案ではなく。）について利用者から同意を得た

日が属する月が提供月で、その翌月が請求月となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の（七）～（十二）は、障害福祉サービス受給者証の事業者記入

欄に、事業所の所在地や名称、契約日を併せて記入し、事業所名

を特定することができる確認印を押印します。 
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「障害福祉サービス受給者証」の他に、 

「地域相談支援受給者証」や 

障害児の「通所受給者証」 

「入所受給者証」があります。 
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世田谷区自立支援協議会相談支援ワーキンググループ 

令和３年度メンバー表 

世田谷エリア協議会 ナイスケア目黒相談支援センター 新関 美穂子 

北沢エリア協議会 相談支援センターかりんとう 小松 美穂 

玉川エリア協議会 はるの相談室 須ヶ間 佳代子 

総合支所保健福祉課障害支援担当 加納 秀和 

砧エリア協議会 サポートセンターきぬた 中根 順子 

烏山エリア協議会 マーベラス 片岡 学 

地域移行部会 相談支援センターあい 中川 邦仁丈 
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【世田谷区自立支援協議会事務局】 

世田谷区基幹相談支援センター 

〒156-0043 
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